
再
建
後
共
和
党
の
南
部
対
策

ー
ハ
リ
ソ
ン
政
権
期
を
中
心
に
i

横

山

良

【
要
約
】
　
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
、
ア
メ
リ
カ
南
部
黒
人
の
状
況
悪
化
i
選
挙
権
の
剥
奪
、
差
別
・
迫
害
の
激
化
な
ど
一
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
南
部
階
級
闘
争
と
い
う
地
域
的
枠
の
申
で
み
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
状
況
を
規
定
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
要
因
と

し
て
、
共
和
党
の
南
部
対
策
の
あ
り
方
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
従
来
あ
ま
り
注
意
を
払
わ
れ
な
か
っ
た
ハ
リ
ソ
ソ

政
権
期
（
一
八
八
九
年
一
一
八
九
三
年
）
を
中
心
に
し
た
共
和
党
の
南
部
対
策
と
、
そ
の
挫
折
の
過
程
を
辿
る
な
か
で
、
ま
ず
、
共
和
党
は
、
再
建
後
、

南
部
政
治
問
題
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
強
力
な
南
部
共
和
党
を
建
設
す
る
た
め
、
そ
の
最
終
的
挫
折
に
至
る
ま
で
、
「
毒
し
た
努
力
を
払
っ
た
こ

と
を
確
認
し
、
あ
わ
せ
て
、
そ
の
政
策
理
念
を
究
製
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
共
和
党
南
部
建
策
の
挫
折
が
、
世
紀
転
換
期
の
二
部
黒
人
の
状
況
悪
化
に
深
く

関
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
五
巻
三
号
　
一
九
七
二
年
五
月

再建後共和党の南部対策（横山）

は
　
じ
　
め
　
に

一
八
九
〇
年
代
及
び
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
は
、
ア
メ
リ
カ
南
部
黒
人
へ
の
迫
害
と
差
別
が
、
そ
の
頂
点
に
達
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
す
で
に

南
部
で
日
常
化
し
て
い
た
テ
ロ
、
リ
ン
チ
、
経
済
的
社
会
的
圧
迫
、
差
別
等
に
加
え
、
こ
の
時
期
に
彼
等
は
爾
北
戦
争
の
漁
の
成
果
と
も
い
う

べ
き
選
挙
権
す
ら
南
部
諸
州
に
お
い
て
次
々
に
剥
奪
さ
れ
て
い

　
　
　
　
①

呼
ん
で
い
る
。

つ
た
。
一
黒
人
史
家
は
い
み
じ
く
も
こ
の
時
代
を
「
ど
ん
底
」
夢
Φ
翼
ρ
O
貯
と
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再
建
後
約
二
〇
年
を
経
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
こ
の
よ
う
な
黒
人
へ
の
迫
害
と
差
別
の
未
曾
有
の
高
ま
り
は
、
ど
こ
に
そ
の
原
因
が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
こ
の
期
爾
部
に
お
い
て
も
膨
濤
と
し
て
起
こ
っ
た
農
民
同
盟
司
錠
泊
賃
、
ω
巴
財
鎚
。
①
、
人
民
党
℃
◎
喝
巳
露

娼
霞
芝
等
の
爾
部
階
級
闘
争
の
中
で
、
黒
人
は
白
人
間
の
階
級
分
裂
を
抑
止
し
、
白
人
間
の
階
級
和
解
を
も
た
ら
す
た
め
の
ス
ケ
ー
プ
・
ゴ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ト
に
さ
れ
た
と
す
る
C
・
ヴ
ァ
ン
・
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
の
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
見
解
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
十
分
説
得
力
を
も
っ
て

い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
黒
人
の
状
況
悪
化
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
の
、
よ
り
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
面
か
ら
の
考
察
が
必
要
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
黒
人
の
解
放
と
そ
の
市
民
的
政
治
的
諸
権
利
の
実
現
と
擁
護
に
責
任
を
も
つ
べ
き
共
和
党
の
南
部
対
策
の
あ

り
方
こ
そ
、
黒
人
の
状
況
を
規
定
し
た
今
一
つ
の
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
般
に
共
和
党
は
い
わ
ゆ
る
「
一
八
七
七
年
の
妥
協
」
に
よ
っ
て
、
決
定
的
に
南
部
黒
人
を
見
捨
て
、
南
部
の
政
治
問
題
か
ら
一
切
、
手
を
ひ

い
た
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
そ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。
共
和
党
は
「
一
八
七
七
年
の
妥
協
」
に
よ
っ
て
再
建
を
放
棄
し
た
も

の
の
、
南
部
に
お
け
る
強
力
な
自
党
確
立
へ
の
努
力
と
、
そ
の
た
め
の
黒
人
票
へ
の
顧
慮
ま
で
も
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
共
和
党
は

一
八
九
〇
年
代
初
頭
に
至
る
ま
で
、
南
都
に
お
い
て
、
強
力
な
自
党
を
確
立
す
る
た
め
、
一
貫
し
て
精
力
的
な
努
力
を
払
っ
た
。
し
か
し
、
一

八
八
九
年
か
ら
一
八
九
三
年
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ハ
リ
ソ
ン
の
施
政
期
に
お
い
て
そ
の
努
力
は
最
終
的
に
挫
折
し
た
。
以
後
、
共
和
党
は
南
部

黒
人
問
題
へ
の
関
心
を
全
く
失
い
、
一
握
り
の
白
人
共
和
党
の
み
を
残
し
て
、
南
部
問
題
か
ら
撤
退
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
い
に
、
南
部

黒
人
の
諸
権
利
の
擁
護
を
嘔
え
て
南
部
問
題
に
介
入
す
る
勢
力
は
消
滅
し
た
。
こ
こ
に
、
南
部
黒
人
問
題
は
単
な
る
南
部
の
内
政
問
題
と
し
て

金
創
的
関
心
と
注
視
か
ら
遮
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
南
部
は
、
黒
人
へ
の
あ
ら
ゆ
る
迫
害
と
差
別
の
可
能
な
、
南
部
白
人
支
配
巻
に
と
っ
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
も

全
く
好
都
合
な
、
逆
に
南
部
黒
人
に
と
っ
て
は
恐
る
べ
き
密
室
と
化
し
た
。

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
ハ
リ
ソ
ン
政
権
期
を
中
心
と
し
た
共
和
党
の
南
部
対
策
と
そ
の
挫
折
の
過
程
を
辿
る
中
で
、
そ
の
基
本
理
念
を
探
究
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
ら
に
こ
の
共
和
党
南
部
対
策
の
挫
折
が
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
黒
人
の
状
況
悪
化
と
深
く
関
連
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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①
口
超
8
a
≦
．
U
。
σ
q
碧
曽
§
鴨
さ
㍗
。
熾
嵩
き
謹
ミ
§
卜
雷
§
細
§
。
嚇
磯
ミ

　
お
総
魑
や
お
．

②
ρ
く
即
言
妻
。
。
多
毒
昼
O
譜
帖
蕊
駄
§
賭
§
の
。
ミ
調
謎
N
下
遣
糞
お
田
’

　
な
い
し
　
ρ
＜
㊤
呂
≦
O
O
島
毒
胃
P
§
馬
的
讐
§
蝿
恥
O
ミ
鴨
ミ
＆
旨
ミ
G
養
鐸

　
一
㊤
①
9
邦
文
で
は
、
山
岸
義
夫
「
ソ
リ
ッ
ド
・
サ
ウ
ス
の
形
成
」
　
『
史
林
』
四
五

巻
一
一
号
、
　
　
九
山
明
色
年
。

③
本
稿
で
は
、
共
和
党
と
い
う
場
合
、
共
和
党
員
の
中
の
職
業
的
政
治
家
集
団
の

　
み
を
さ
す
。
ま
た
、
共
和
党
の
南
部
対
策
と
い
う
場
合
、
共
和
党
の
南
部
共
和
党

　
編
成
の
た
め
の
対
策
を
さ
す
。

再建後共和党の南部対策（横山）

二

社
会
経
済
的
背
景

　
－
南
北
経
済
結
合
一

　
一
八
七
〇
年
代
末
以
来
、
南
部
は
飛
躍
的
産
業
発
展
を
と
げ
た
。
た
と
え
ば
、
鉄
道
の
総
敷
設
マ
イ
ル
数
は
、
一
八
八
○
年
の
一
六
、
六
〇

五
マ
イ
ル
か
ら
、
一
八
九
〇
年
の
三
九
、
一
〇
八
マ
イ
ル
へ
と
一
三
五
・
五
％
増
加
し
た
。
ま
た
、
鉄
綱
生
産
高
は
、
一
八
七
六
年
か
ら
一
九

〇
一
年
の
問
に
一
七
倍
増
加
し
た
。
　
「
南
部
救
済
の
た
し
か
な
シ
ン
ボ
ル
」
と
い
わ
れ
た
綿
工
業
に
お
い
て
は
、
一
八
八
○
年
か
ら
一
九
〇
〇

年
の
間
に
、
工
場
数
は
一
六
一
か
ら
四
〇
〇
へ
と
二
・
五
倍
、
労
働
者
数
は
一
六
、
七
四
一
人
か
ら
九
七
、
五
五
九
人
へ
約
六
倍
、
消
費
綿
抱

数
は
一
八
二
、
三
四
九
か
ら
一
、
四
七
九
、
○
〇
六
へ
約
八
倍
、
資
本
は
一
七
、
三
七
五
、
八
九
七
ド
ル
か
ら
＝
一
四
、
五
九
六
、
八
七
四
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ル
へ
約
七
倍
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
た
。

　
し
か
し
、
よ
り
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
南
部
に
お
け
る
産
業
発
展
は
常
に
北
部
資
本
に
伴
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
鉄
道
に
お
い
て
は
、
一
八
九
〇
年
の
時
点
で
南
部
最
大
の
鉄
道
網
を
誇
っ
て
い
た
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
・
ウ
ェ
ス
ト
ポ
イ
ン
ト
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

会
社
図
ぎ
げ
筥
。
口
α
碧
α
毛
①
ω
な
9
算
円
費
ヨ
冒
鎮
O
o
臼
膨
身
の
二
〇
人
の
重
役
の
う
ち
一
七
人
ま
で
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
人
で
あ
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
南
部
鉄
道
業
界
に
お
け
る
北
部
資
本
の
優
越
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
、
懸
樋
業
に
お
い
て
も
北
部
資
本
は
早
く
か
ら
有
力
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ト
ル
ー
マ
ン
・
ア
ル
ド
リ
ッ
チ
、
ダ
ニ
エ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
等
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
は
南
部
鉄
鋼
業
界
に
重
き
を
な
し
て
い
た
。
一
方
、

綿
工
業
に
お
い
て
は
、
一
八
八
○
年
か
ら
大
不
況
に
入
る
一
八
九
三
年
ま
で
、
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
と
資
本
は
む
し
ろ
南
部
の
側
に
あ
っ
た
よ
う
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④

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
工
場
建
設
資
金
の
調
達
に
さ
い
し
、
そ
の
株
式
の
ご
く
一
部
の
み
を
南
部
で
発
行
し
、
残
り
の
大
部
分
は
、
織

物
機
械
や
資
本
と
ひ
き
か
え
に
、
北
部
の
織
物
機
械
製
造
業
者
や
株
式
仲
買
会
社
に
保
有
さ
せ
る
方
法
が
頻
繁
に
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
不

在
会
社
は
法
外
な
利
子
を
と
り
た
て
、
有
害
な
出
荷
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
南
部
綿
工
業
の
利
潤
の
う
ち
の
大
き
な
部
分
を
収
奪
し
て

　
⑤

い
た
。

　
金
融
関
係
に
お
い
て
も
北
部
資
本
は
優
越
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
北
部
金
融
資
本
の
支
配
が
南
部
農
村
に
深
く
浸
透

し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
南
北
戦
争
直
後
よ
り
南
部
農
村
に
新
た
な
商
人
階
級
が
出
現
し
、
南
部
独
特
の
金
融
制
度
で
あ
る
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ゆ
る
ク
ロ
ッ
プ
・
リ
ー
ン
制
度
臼
。
℃
｝
圃
菩
薩
ω
8
日
に
よ
っ
て
南
部
農
村
を
金
融
的
に
支
配
す
る
に
至
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
　
「
ク
ロ
ッ
パ
i

臼
。
℃
娼
銭
が
商
人
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
商
人
自
身
も
北
部
債
権
者
に
債
務
を
も
つ
代
理
人
8
営
巳
ω
。
。
ご
⇔
営
9
口
あ
る
い
は
地

方
銀
行
に
依
存
し
て
い
た
。
地
方
商
店
主
は
、
往
々
、
　
一
八
％
の
利
子
を
支
払
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
利
子
は
元
金
と
と
も
に
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ユ
ー
ヨ
ー
ク
の
本
部
へ
還
流
し
て
い
た
。
」
つ
ま
り
南
部
の
地
方
商
人
は
さ
ら
に
北
部
金
融
資
本
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
北
部
資
本
の
流
入
に
伴
わ
れ
た
南
部
産
業
の
発
展
は
、
そ
の
物
質
的
成
果
よ
り
も
む
し
ろ
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
南
部
支
配
層
内
の
権
力
移
動

に
よ
り
多
く
．
の
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
産
業
発
展
に
伴
な
い
、
南
部
に
お
い
て
は
、
新
た
に
産
業
資
本
家
な
い
し
そ

れ
へ
の
志
向
性
を
も
っ
た
層
が
支
配
者
と
し
て
現
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
当
時
の
南
部
人
は
次
の
よ
う
な
観
察
を
し
て
い
る
。
　
「
我
々
は
新
し

い
富
裕
な
人
々
が
我
々
の
間
で
漸
次
台
頭
し
つ
つ
あ
る
の
を
見
て
い
る
。
彼
等
は
そ
の
富
を
商
売
、
と
り
わ
け
製
造
業
で
の
成
功
に
負
っ
て
い

る
。
…
…
彼
等
は
政
治
的
、
財
政
的
事
柄
で
主
導
的
地
位
を
占
め
つ
つ
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
社
会
的
承
認
を
も
求
め
て
前
面
に
あ
ら
わ
れ
て
き

　
　
　
⑧

つ
つ
あ
る
」
、
と
。
彼
等
こ
そ
再
建
か
ら
南
部
を
「
救
済
」
話
α
①
Φ
露
し
、
そ
の
後
の
南
部
政
治
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
た
レ
デ
ィ
ー
マ
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

閑
①
臼
Φ
Φ
誉
費
。
・
い
あ
る
い
は
ブ
ル
ボ
ン
切
。
罎
げ
。
賢
と
呼
ば
れ
た
人
々
の
実
体
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
ブ
ル
ボ
ン
は
、

「
…
低
税
・
州
錆
制
度
の
注
意
深
い
運
用
・
規
制
的
立
法
の
回
避
な
ど
に
よ
・
て
実
業
と
産
業
を
育
成
し
緬
」
・
と
い
わ
れ
て
客
・

　
彼
等
ブ
ル
ボ
ン
は
北
部
と
和
解
し
、
北
部
資
本
の
導
入
に
よ
っ
て
南
部
の
産
業
開
発
を
促
進
せ
ん
と
し
た
。
そ
れ
故
、
彼
等
は
「
ニ
ュ
ー
・

90　（362）
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サ
ウ
ス
派
」
冥
Φ
ミ
ω
2
普
。
っ
魯
。
巳
と
呼
ば
れ
た
。
た
と
え
ば
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
ブ
ル
ボ
ン
は
、
「
自
分
た
ち
の
党
あ
る
い
は
南
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
諸
原
則
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
く
、
北
部
と
の
統
一
と
、
愚
か
し
い
南
部
的
偏
見
の
抑
圧
と
を
欲
し
た
」
人
々
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
、
ミ
シ
シ

ッ
ピ
ー
「
救
済
」
の
英
雄
の
一
人
で
あ
り
、
州
知
事
を
も
つ
と
め
た
ロ
バ
ー
ト
・
ロ
ウ
リ
ー
は
一
八
九
〇
年
、
北
部
資
本
の
導
入
に
よ
る
南
部

の
産
業
開
発
を
次
の
よ
う
に
力
説
し
て
い
る
。
　
「
…
…
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
や
他
の
南
部
諸
王
が
大
い
に
必
要
と
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
は
、
工
場
、

と
り
わ
け
綿
な
ら
び
に
羊
毛
工
場
を
建
設
す
る
た
め
の
資
本
で
あ
る
。
…
…
資
金
は
一
層
容
易
に
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
し
、
多
く
の

国
法
銀
行
謬
賦
8
鉱
切
ρ
巳
門
な
ら
び
に
個
人
銀
行
喝
肱
ぐ
9
・
富
げ
欝
巳
畠
が
設
立
さ
れ
た
が
、
作
物
の
栽
培
、
運
搬
に
は
今
な
お
在
地
資
本
が
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

用
さ
れ
て
い
る
。
郷
土
の
資
源
を
開
発
す
る
に
は
資
本
が
大
い
に
必
要
で
あ
る
」
、
と
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ブ
ル
ボ
ン
は
北
部
と
の
和
解
と
北
部
資
本
の
導
入
を
求
め
、
自
ら
北
部
資
本
の
支
配
下
に
入
り
、
独
占
へ
と
転
化
し
つ
つ
あ

る
北
部
資
本
の
南
部
に
お
け
る
代
理
支
配
老
と
し
て
自
ら
を
国
家
経
済
の
中
に
位
置
づ
け
た
。
こ
こ
に
、
北
部
、
南
部
間
に
　
支
配
－
従
属
と

い
う
内
容
を
も
っ
た
経
済
結
合
が
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

①
ぞ
。
。
費
く
鎚
9
0
慢
喧
浅
駄
、
》
恥
さ
§
的
§
ミ
「
ワ
お
ρ
お
。
。
藁
ω
b
。
占
G
。
G
。
噛

②
導
ミ
ご
℃
」
b
。
ピ

③
き
ミ
．
娼
」
b
。
。
。
■

④
奪
ミ
．
も
℃
」
。
。
令
お
㎝
…
津
。
山
〉
．
ω
冨
弓
。
p
§
馬
等
｝
、
謹
壕
．
砺
回
雪
》
。
苧

　
誉
メ
誠
恥
誉
繭
ミ
ミ
馬
弧
。
。
8
心
。
。
ミ
レ
㊤
ホ
噛
℃
や
．
零
あ
。
。
■

⑤
づ
δ
。
瘡
毒
乙
曽
魯
．
ミ
噂
℃
．
お
ヨ
国
縫
国
．
ゆ
ま
ぎ
§
馬
鵠
。
ミ
㌧
。
穿
〒

　
ミ
§
曜
壕
。
。
a
山
8
P
一
Φ
。
。
圃
辱
や
戸
。
。
ω
．

⑥
ク
ロ
ッ
プ
・
リ
ー
ソ
制
度
一
般
に
つ
い
て
は
毛
8
ユ
ぞ
霧
ρ
起
．
ミ
．
層
℃
唱
．

　
蕊
O
占
。
。
命
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
例
に
つ
い
て
は
、
通
園
ま
δ
ゆ
・
ω
貯
碁
貯
ω
層

　
℃
警
書
雲
切
§
『
ミ
ミ
§
～
、
の
§
ミ
O
ミ
ミ
ミ
§
’
一
〇
念
も
．
お
…
Ω
8
巴
σ
Q
Φ
中

　
8
ヨ
山
ρ
芦
物
。
ミ
誉
O
ミ
。
鳶
“
ミ
ヒ
薦
壕
。
舞
N
Q
。
N
N
I
竜
O
P
日
㊤
0
卜
。
・
唱
℃
」
O
α
1
＝
H
．
ジ

　
ョ
ー
ジ
ア
の
例
に
つ
い
て
は
、
長
田
豊
臣
「
ジ
ョ
…
ジ
ア
に
お
け
る
『
再
建
』

　
（
上
）
」
　
『
立
命
館
文
学
』
二
五
六
号
、
一
九
六
六
年
な
ど
。

⑦
Q
Q
募
嘗
◎
p
愚
．
ミ
ζ
℃
．
Φ
。
。
マ

⑧
白
。
。
盛
妻
碧
α
－
。
特
．
ミ
‘
℃
」
α
ド

⑨
き
ミ
‘
。
冨
や
H
噛
．
、
菊
＆
⑦
㊦
ヨ
母
ω
嘲
．
、
嚇
当
日
冨
！
三
重
。
罫
寄
罫
G
§
勲
§
馬

　
℃
ミ
馬
8
お
。
。
N
や
気
9
ジ
ョ
…
ジ
ア
に
つ
い
て
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
長

　
細
豊
匿
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
お
け
る
『
再
建
』
（
下
）
」
『
立
命
館
文
学
』
二
五
七
号
、

　
一
九
六
六
年
な
ど
。

⑩
ω
喜
ぎ
あ
讐
。
特
．
ミ
．
も
℃
■
『
宇
。
。
P

⑪
♂
ミ
■
℃
唱
．
刈
Φ
■

⑫
男
。
g
詳
巨
。
葺
ざ
．
、
↓
雪
雲
a
ω
。
p
冨
ω
8
葺
．
．
宅
ミ
導
添
ミ
ミ
凡
“
§

　
肉
馬
ミ
§
噛
累
9
0
0
0
0
下
梁
箕
・
”
H
◎
。
り
ρ
唱
や
最
ω
ム
濠
・
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三
　
北
部
実
業
界
の
南
部
対
策

92 （364）

　
南
北
経
済
結
合
の
新
た
な
進
展
を
背
景
に
、
一
八
八
○
年
代
中
期
以
後
、
北
部
実
業
人
の
側
で
南
部
対
策
に
つ
い
て
一
つ
の
路
線
が
強
力
に

提
起
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
一
八
八
六
年
一
二
月
、
若
き
「
ニ
ュ
ー
・
サ
ウ
ス
精
神
の
権
化
」
ヘ
ン
リ
ー
・
W
・
グ
ラ
デ
ィ
が
北
部
で
行
っ

た
演
説
の
内
容
と
、
そ
れ
へ
の
熱
狂
的
称
讃
の
中
に
も
っ
と
も
象
徴
的
な
形
で
看
取
し
う
る
。
さ
ら
に
こ
の
路
線
は
一
八
八
八
年
の
大
統
領
選

挙
戦
の
戦
略
に
つ
い
て
の
北
部
実
業
界
の
発
言
の
中
で
よ
り
具
体
的
に
表
明
さ
れ
た
。

　
1
　
ヘ
ン
リ
ー
・
W
・
グ
ラ
ヂ
ィ
の
演
説

　
一
八
八
六
年
一
二
月
二
二
日
、
南
部
最
大
の
新
聞
ア
ト
ラ
ン
タ
・
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ユ
…
シ
ョ
ソ
紙
〉
二
翠
霞
G
。
蕊
ミ
ミ
ざ
や
e
の
編
集
者
で
あ

り
、
　
「
ニ
ュ
ー
・
サ
ウ
ス
派
」
の
旗
手
で
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
W
・
グ
ラ
デ
ィ
は
、
北
部
実
業
人
の
招
待
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
ニ
ュ
ー

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
協
会
瓢
Φ
芝
国
⇔
σ
q
㌶
口
α
ω
o
o
δ
身
の
晩
餐
会
に
お
い
て
、
北
部
の
著
名
実
業
人
は
じ
め
政
治
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ど
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

四
〇
人
を
前
に
一
場
の
演
説
を
行
っ
た
。

　
こ
の
演
説
の
核
心
に
お
い
て
、
彼
は
、
　
「
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
に
お
け
る
あ
な
た
方
の
紡
績
工
や
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
に
お
け
る
あ
な

た
方
の
製
鉄
工
に
挑
戦
し
て
い
る
」
ニ
ュ
ー
・
サ
ウ
ス
に
つ
い
て
描
写
し
た
の
ち
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
　
「
我
々
は
北
部
か
ら
の
移
住
者
一
人

は
外
国
か
ら
の
移
民
五
〇
人
の
価
値
を
も
つ
こ
と
を
認
識
し
、
南
部
へ
の
道
を
整
備
し
、
か
っ
て
は
メ
ー
ソ
ン
・
デ
ィ
ク
ソ
ン
線
が
通
っ
て
い

た
場
所
を
掃
き
清
め
、
あ
な
た
方
に
出
入
り
の
自
由
を
許
し
て
い
る
。
…
…
倒
れ
伏
し
血
を
流
し
つ
つ
あ
る
南
部
、
誤
っ
た
方
向
に
導
か
れ
は

し
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
苦
し
み
の
中
で
も
な
お
美
し
く
、
常
に
勇
敢
か
つ
寛
容
で
あ
る
南
部
、
こ
れ
を
向
上
さ
せ
建
設
す
る
こ
と
以
上
に
崇

高
な
責
務
が
人
類
の
手
に
託
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
」
・
輸
彼
が
そ
の
比
類
な
い
雄
弁
と
修
辞
を
も
・
て
訴
え
た
の
は
・
明
ら
か
に
南
北
宥
和

と
南
北
経
済
結
合
の
促
進
に
よ
る
南
部
の
開
発
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
彼
は
「
地
域
問
闘
争
の
シ
ン
ボ
ル
し
で
あ
り
、
南
北
宥
和
に
と
っ
て
最
大
の
障
害
で
あ
る
南
部
黒
入
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
語
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つ
た
の
か
。
彼
は
、
南
部
黒
人
こ
そ
全
国
で
も
っ
と
も
繁
栄
し
て
い
る
労
働
渚
で
あ
り
、
彼
等
は
学
校
教
育
、
法
律
に
よ
る
完
全
な
保
護
、
南

部
の
人
々
の
友
情
な
ど
を
得
て
い
る
と
強
調
し
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
　
「
そ
れ
（
南
部
黒
人
問
題
）
は
、
そ
の
間
に
彼
（
黒
人
）
の

運
命
が
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
彼
が
分
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
繁
栄
が
黒
人
の
理
解
あ
る
共
感
と
信
頼
の
獲
得
に
か
か
っ
て

い
る
人
々
に
任
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
我
々
の
味
方
の
よ
う
な
口
ぶ
り
を
す
る
人
々
、
あ
る
い
は
、
は
っ
き
り
し
た
我
々
の
反
対
者
か
ら
の
事

実
と
は
正
反
対
の
中
傷
的
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
黒
人
に
対
す
る
信
義
は
守
ら
れ
て
き
た
。
も
し
南
部
が
そ
の
理
性
と
統
一
を
保
持
す
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ら
ば
、
黒
人
に
対
す
る
信
義
は
将
来
と
も
守
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
、
と
。
こ
こ
に
お
い
て
、
彼
は
明
確
に
黒
人
問
題
の
南
部
へ
の
委
託
、
す
な

わ
ち
、
黒
人
問
題
を
南
．
部
の
「
内
政
問
題
」
と
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
彼
は
そ
の
演
説
を
四
〇
年
前
の
ダ
ニ
エ
ル
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
引
い
て
し
め
く
く
っ
た
。
　
「
こ
れ
ま
で
の
六
〇
年
間
と

同
様
、
我
々
は
歯
並
び
立
ち
、
共
に
手
を
携
え
て
団
結
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
同
一
国
家
の
市
民
と
し
て
、
同
一
政
体
の
構
成
員
と
し
て
、
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
④

が
永
遠
に
団
結
を
。
」

　
聴
衆
の
熱
狂
は
す
さ
ま
じ
か
っ
た
。
演
説
中
よ
り
彼
は
鳴
り
止
ま
ぬ
拍
手
の
た
め
し
ば
し
ば
話
し
を
中
断
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
彼
が

話
し
終
え
、
着
席
す
る
や
否
や
、
大
波
の
よ
う
な
喝
采
が
彼
を
襲
い
、
音
楽
隊
は
い
ち
早
く
、
『
南
の
方
デ
ィ
キ
シ
ー
へ
の
道
』
．
．
毛
ρ
矯
U
o
≦
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ω
○
転
げ
ぎ
U
冥
δ
．
、
を
演
奏
し
は
じ
め
た
。
「
演
説
者
と
聴
衆
は
、
あ
る
も
の
は
涙
を
流
し
、
あ
る
も
の
は
足
を
踏
み
鳴
ら
し
、
彼
等
が
互
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
知
り
あ
い
、
互
い
に
愛
し
合
っ
て
い
る
同
国
人
と
し
て
統
一
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。

　
グ
ラ
デ
ィ
演
説
は
即
刻
全
国
的
な
注
目
と
称
讃
を
集
め
た
。
　
「
北
部
、
南
部
、
東
部
、
西
部
、
至
る
所
で
新
聞
は
各
地
に
グ
ラ
デ
ィ
の
雄
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
演
説
を
報
道
し
、
そ
れ
は
全
国
に
こ
だ
ま
し
た
」
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
グ
ラ
デ
ィ
は
故
郷
ア
ト
ラ
ン
タ
で
は
音
楽
隊
ま
で
く
り
出
し
た
大
歓
迎

　
　
　
⑧

を
う
け
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
グ
ラ
デ
ィ
の
弁
明
と
は
逆
に
、
南
部
に
お
い
て
は
黒
人
へ
の
抑
圧
と
暴
力
が
つ
の
り
つ
つ
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
業
人
を
は
じ
め
と

す
る
北
部
有
力
老
が
こ
の
事
実
を
無
視
し
て
、
グ
ラ
デ
ィ
演
説
へ
の
熱
狂
的
称
讃
に
走
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
た
し
か
に
、
「
北
部
の
演
壇
に
立

93 （365）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ち
、
宥
和
を
訴
え
た
著
名
な
南
部
人
は
彼
が
最
初
で
は
な
か
っ
た
し
、
彼
は
提
起
す
べ
き
新
た
な
観
念
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
」

の
で
あ
っ
た
。
グ
ラ
デ
ィ
演
説
へ
の
洪
水
の
よ
う
な
称
讃
の
因
は
、
そ
の
内
容
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
実
は
こ
の
演
説
が
、
　
「
適
切
な
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

話
さ
れ
た
適
切
な
言
葉
し
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
北
部
資
本
の
南
部
流
入
に
よ
っ
て
南
部
産
業
に
ブ
ー
ム
が
訪
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
北
部
実
業
人
の
企
業
心
を
刺
激
し
、
南
北
宥

和
と
南
北
経
済
田
舎
の
一
層
の
促
進
が
望
ま
れ
て
い
た
時
、
ま
た
、
北
部
人
が
黒
人
問
題
に
食
傷
し
て
い
た
時
、
し
か
も
、
一
方
で
は
、
一
八
八

照
年
の
大
統
領
選
挙
に
敗
北
し
た
共
和
党
が
一
八
八
八
年
の
選
挙
に
そ
な
え
て
「
血
の
シ
ャ
ツ
」
．
。
筥
o
o
α
《
。
。
ぼ
h
『
、
を
振
る
構
え
を
見
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

い
た
時
、
グ
ラ
デ
ィ
は
「
北
部
の
心
配
に
答
え
」
、
「
北
部
の
多
く
の
有
力
な
聴
衆
が
聞
き
た
が
っ
て
い
た
こ
と
を
淘
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。
実

業
人
は
じ
め
北
部
有
力
者
が
聞
き
た
が
っ
て
い
た
言
葉
と
は
、
南
部
側
か
ら
の
、
黒
人
を
公
正
に
扱
う
と
い
う
一
片
の
口
約
束
で
あ
っ
た
。
こ

れ
こ
そ
一
八
八
六
年
の
時
点
で
、
南
部
に
黒
人
問
題
に
つ
い
て
の
「
自
治
」
を
許
す
た
め
に
、
実
業
人
は
じ
め
北
部
有
力
者
が
南
部
に
要
求
し

た
条
件
の
全
て
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
我
々
は
、
北
部
実
業
人
の
側
で
、
そ
の
南
部
対
策
に
つ
い
て
明
確
に
一
つ
の
合
意
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
取
し
う

る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
黒
人
問
題
を
南
部
自
身
に
委
ね
、
そ
の
う
え
で
、
南
北
宥
和
と
南
北
経
済
結
合
を
さ
ら
に
強
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

北
翻
実
業
人
は
南
北
宥
和
と
繭
北
経
済
結
合
の
祭
壇
に
南
部
黒
人
を
犠
牲
と
し
て
捧
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
2
　
南
部
保
護
関
税
派
結
集
路
線

　
北
部
実
業
人
の
経
済
優
位
、
黒
人
放
棄
と
い
う
南
部
対
策
は
、
共
和
党
の
南
部
対
策
へ
の
提
言
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
時
い
か
な
る
形
を
と

っ
た
の
か
。
こ
れ
は
一
八
八
八
年
の
大
統
領
選
挙
の
運
動
方
針
に
つ
い
て
の
彼
等
の
発
言
の
中
に
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
強
力
な
共
科
党
後
援
団
体
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
鉄
鋼
協
会
｝
ヨ
①
慧
。
き
犀
。
類
㊤
巳
ω
言
鉱
》
ω
ω
0
9
ρ
江
8
の
事
務
局
長
ジ
訟
イ
ム

ズ
・
M
・
ス
ワ
ソ
ク
の
言
葉
は
そ
の
ま
ま
北
都
実
業
界
の
意
向
を
代
弁
し
て
い
る
。
彼
は
、
　
一
八
八
六
年
、
共
和
党
の
二
大
領
袖
ジ
ェ
イ
ム

ズ
・
ブ
レ
ー
ン
と
ジ
ョ
ン
・
シ
ャ
ー
マ
ン
に
私
的
に
こ
う
語
っ
て
い
る
。
　
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
ウ
ェ
ス
ト
・
ヴ
ァ
…
ジ
ニ
ア
は
、
関
税
問
題
を
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も
ち
出
せ
ば
、
一
八
八
八
年
の
選
挙
に
お
い
て
は
ソ
リ
ッ
ド
・
サ
ウ
ス
ω
o
嵩
伽
ω
o
郎
夢
か
ら
離
脱
し
う
る
。
」
南
部
の
米
、
砂
糖
、
タ
バ
コ
、

銑
鉄
、
鉄
、
木
材
な
ど
の
利
益
は
保
護
貿
易
制
度
を
必
要
と
し
て
い
る
し
、
要
求
し
て
も
い
る
。
　
「
南
部
黒
人
の
投
票
権
お
よ
び
投
票
を
数
え

て
も
ら
う
権
利
は
も
ち
ろ
ん
大
い
に
主
張
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
…
…
し
か
し
、
こ
の
点
を
除
い
て
は
、
我
々
は
そ
う
長
く
『
血
の
シ
ャ
ツ
』
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

振
る
必
要
は
な
い
。
我
々
は
む
し
ろ
、
よ
り
広
範
な
政
治
問
題
と
し
て
関
税
問
題
を
南
部
同
胞
に
力
説
す
べ
き
だ
と
考
え
る
」
、
と
。

　
彼
の
南
部
共
和
党
編
成
構
想
は
明
ら
か
に
黒
人
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
保
護
関
税
支
持
派
の
南
部
実
業
入
、
す
な
わ
ち
南

部
産
業
家
層
に
基
盤
を
お
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
有
力
実
業
紙
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ア
ド
バ
タ
イ
ザ
ー
紙
緊
①
乏
く
○
爵
G
。
§
ミ
§
、
鼠
ミ
箆
寧

籠
ミ
§
、
も
、
も
し
共
和
党
が
高
率
保
護
関
税
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
共
和
党
は
「
展
望
を
も
っ
て
南
部
に
の
り
こ
み
…
…
民
主
党
と
対
等
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

条
件
で
選
挙
を
戦
い
」
う
る
で
あ
ろ
う
、
と
保
証
し
た
。

　
さ
ら
に
、
保
護
関
税
同
盟
℃
目
0
8
0
訟
く
㊦
日
錠
漆
り
舞
σ
q
¢
Φ
の
会
長
エ
ド
モ
ン
ド
・
ア
ミ
ダ
ウ
ン
も
、
三
週
間
に
わ
た
る
南
部
旅
行
の
の
ち
、

南
部
の
い
く
ら
か
の
地
域
に
お
い
て
は
、
共
和
党
員
で
あ
る
こ
と
は
今
な
お
政
治
的
・
社
会
的
な
自
殺
行
為
で
は
あ
る
が
、
南
部
で
は
経
済
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

題
－
彼
の
い
う
経
済
問
題
と
は
も
ち
ろ
ん
関
税
問
題
の
こ
と
一
が
大
き
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
と
報
告
し
た
。

　
結
局
、
経
済
優
位
、
黒
人
放
棄
と
い
う
北
部
実
業
人
の
基
本
的
立
場
の
延
長
線
上
に
現
わ
れ
て
き
た
彼
等
の
南
部
共
和
党
編
成
方
針
は
、
保

護
関
税
を
結
節
環
と
し
た
南
部
産
業
家
結
集
路
線
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
・

　
①
　
出
腸
し
た
主
要
な
実
業
人
に
は
次
の
よ
う
な
人
々
が
い
た
。
J
・
P
・
モ
ル
ガ
　
　
　
　
④
⑤
N
曾
3
や
嵩
。
。
・

　
ソ
、
H
・
M
・
フ
ラ
ッ
グ
ラ
i
、
C
・
N
・
ブ
リ
ス
、
H
・
H
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
、

　
ラ
ッ
セ
ル
・
セ
イ
ジ
、
　
ジ
ョ
ン
・
イ
ソ
マ
ソ
、
　
H
・
D
・
オ
ー
チ
ソ
ク
ロ
ス
、

　
E
・
A
・
オ
ー
チ
ソ
ク
ロ
ス
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
等
。
い
。
σ
q
騨
P
o
》

ミ
；
℃
．
ミ
Q
。
・

②
ま
ミ
‘
署
」
♂
1
笥
“
．

③
き
ミ
‘
℃
・
ミ
刈
．

⑥
⑦
⑧
　
切
蛋
。
ぎ
。
》
ミ
ご
℃
．
一
㊤
。
。
・

⑨
詳
し
く
は
、
い
。
σ
・
睾
噛
。
㌧
■
ミ
・
層
℃
℃
」
。
。
悼
占
。
。
直
■

⑩
切
琴
r
愚
・
ミ
．
冒
℃
」
ゆ
ω
．

⑪
き
ミ
‘
や
お
野

⑫
き
ミ
．
”
や
お
劇
．
な
お
「
血
の
シ
ャ
ツ
」
三
。
。
量
。
。
三
詳
を
ふ
る
と
は
南
北
の

　
地
域
間
闘
争
を
煽
る
こ
と
、
と
り
わ
け
、
黒
人
間
題
で
南
部
を
攻
撃
す
る
こ
と
の
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意
に
用
い
ら
れ
た
。

⑬
　
U
o
α
q
p
戸
。
特
ミ
こ
や
嵩
。
。
・
も
と
も
と
北
部
実
業
人
は
こ
の
よ
う
な
発
言
を
さ

　
せ
る
た
め
に
グ
ラ
デ
ィ
を
招
待
し
た
の
で
あ
っ
た
。
§
“
．
曽
℃
℃
．
嵩
く
η
山
窩
・

⑭
。
。
3
巳
超
即
韻
H
菩
ω
8
讐
津
映
§
恥
N
こ
。
§
題
8
§
の
ミ
ミ
、
宅
ミ
§
§

　
謁
§
さ
ミ
§
肋
§
気
“
ぎ
切
。
ミ
鳶
ミ
壽
誌
噛
。
礼
鶏
評
謎
a
藁
㊤
8
「
℃
や
＝
㎝
占
a
・

⑮
　
♂
ミ
‘
や
置
¢

⑯
　
き
ミ
．
脚
や
嵐
。
。
．
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四

共
和
党
の
南
部
対
策

－
二
つ
の
路
線
1

　
共
和
党
は
、
一
八
八
四
年
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
南
北
戦
争
以
後
初
め
て
の
敗
北
を
喫
し
た
。
こ
の
選
挙
に
お
い
て
共
和
党
は
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
な
ど
北
部
の
要
言
の
い
く
つ
か
で
敗
れ
た
う
え
、
南
部
で
は
一
州
も
獲
得
で
き
ず
完
敗
し
た
。
地
盤
と
す
る
北
部
に
動
揺
が
起
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ば
脆
く
も
政
権
の
座
を
す
べ
り
お
ち
ざ
る
を
え
な
い
自
ら
の
地
域
政
党
性
を
共
和
党
は
痛
切
に
認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
至
り
、

北
部
に
動
揺
が
起
こ
っ
て
も
そ
れ
を
補
っ
て
全
国
勝
利
を
保
証
す
る
よ
う
な
強
力
な
薗
部
共
和
党
の
建
設
が
緊
迫
性
を
帯
び
た
課
題
と
し
て
た

ち
現
わ
れ
て
き
た
。

　
来
た
る
べ
き
一
八
八
八
年
の
大
統
領
選
挙
に
向
け
て
、
さ
ら
に
は
強
力
な
南
部
共
和
党
の
建
設
に
向
け
て
い
か
な
る
南
部
対
策
を
採
用
す
べ

き
か
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
り
、
一
八
八
四
年
か
ら
一
八
八
八
年
目
か
け
て
、
共
和
党
内
で
は
、
実
業
界
の
路
線
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
南
部
保

護
関
税
派
結
集
路
線
と
、
黒
人
を
基
礎
に
南
部
共
和
党
を
建
設
す
べ
き
だ
と
す
る
黒
人
選
挙
権
擁
護
路
線
と
が
対
立
し
、
有
力
党
人
の
中
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
の
闘
に
あ
っ
て
右
往
左
往
の
「
動
揺
」
を
く
り
か
え
す
も
の
も
あ
っ
た
。

　
1
　
南
部
保
護
関
税
派
結
集
路
線

　
南
部
保
護
関
税
派
結
集
路
線
の
旗
手
は
ア
イ
オ
ワ
州
出
身
の
共
和
党
全
国
委
員
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
S
・
ク
ラ
ー
ク
ソ
ン
と
前
国
会
議
員
で
有
力

党
人
で
あ
る
グ
レ
ン
ビ
ル
・
M
・
ド
ッ
ジ
で
あ
っ
た
。
　
こ
と
に
ク
ラ
ー
ク
ソ
ソ
は
そ
の
所
有
紙
ア
イ
オ
ワ
・
ス
テ
ー
ト
・
レ
ジ
ス
タ
ー
紙

N
。
き
蟄
砺
ミ
鷺
肉
鳶
ミ
ミ
上
で
、
一
八
八
八
年
一
月
、
二
月
、
殆
ん
ど
毎
日
の
よ
う
に
「
関
税
路
線
」
の
採
用
を
勧
告
し
つ
づ
け
た
。
彼
は
一
八
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八
八
年
一
月
、
　
『
一
八
八
八
年
の
た
め
の
綱
領
』
と
題
す
る
論
説
の
中
で
以
下
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
た
。

　
ま
ず
彼
は
、
「
一
八
八
四
年
、
あ
る
点
で
、
（
共
和
党
の
）
綱
領
は
海
岸
諸
都
市
の
大
実
業
利
益
の
支
持
を
ひ
き
出
し
え
な
か
っ
た
。
」
実
業

人
は
、
「
（
共
和
）
党
と
そ
の
綱
領
は
い
く
つ
か
の
重
要
な
面
で
わ
が
国
の
実
業
・
商
業
利
益
に
十
分
な
配
慮
を
し
て
い
な
い
」
と
信
じ
て
い
る
、

と
述
べ
、
一
八
八
四
年
の
敗
因
を
実
業
人
の
不
満
に
帰
し
た
。
　
つ
い
で
彼
は
、
「
海
岸
諸
都
市
は
南
部
と
の
間
に
良
好
な
関
係
を
再
確
立
す
る

決
意
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
戦
争
前
と
同
じ
で
あ
る
。
北
部
の
多
数
派
は
、
共
和
党
が
か
く
も
長
期
に
わ
た
っ
て
依
拠
し
て
き
た
崇
高
な
問
題

質
。
巨
。
奮
器
に
反
応
し
は
し
な
い
こ
と
も
ま
た
明
白
で
あ
る
。
…
…
も
し
党
が
来
た
る
べ
き
選
挙
戦
で
古
め
か
し
い
論
点
を
強
調
す
る
な
ら

ば
、
共
和
党
は
再
び
敗
北
す
る
で
あ
ろ
う
」
、
と
「
黒
人
擁
護
路
線
」
を
批
判
し
た
。
そ
の
の
ち
彼
は
次
の
よ
う
に
南
部
対
策
に
つ
い
て
の
一

つ
の
路
線
を
提
起
す
る
。
新
し
い
問
題
が
古
い
問
題
に
と
っ
て
代
り
つ
つ
あ
る
。
北
部
の
商
業
関
係
者
は
戦
争
に
か
か
わ
る
諸
問
題
毛
霞

陣
ω
ω
話
ω
を
、
す
で
に
解
決
済
み
で
、
「
も
は
や
少
な
く
と
も
攻
撃
さ
れ
る
ま
で
は
防
衛
す
る
必
要
の
な
い
も
の
」
と
み
な
し
て
い
る
。
「
こ
れ
こ

そ
南
部
通
商
を
熱
望
し
て
い
る
ニ
ェ
ー
ヨ
ー
ク
や
そ
の
貸
す
べ
て
の
海
岸
諸
都
市
の
実
業
人
が
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
北
部
の
多
数
派
も

ま
た
語
り
始
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
」
次
期
共
和
党
綱
領
は
「
全
国
民
的
な
も
の
に
、
連
邦
の
す
べ
て
の
州
を
包
括
し
、
実
業
利
益
の
観
点
か

ら
綱
領
を
信
じ
る
何
十
万
と
い
う
南
部
の
人
々
が
、
綱
領
の
側
に
立
ち
、
そ
れ
に
支
持
投
票
し
う
る
ま
で
に
広
範
な
も
の
に
さ
れ
る
」
べ
き
で

あ
る
、
と
。
最
後
に
彼
は
、
一
八
八
八
年
、
も
し
共
和
党
が
戦
争
に
か
か
わ
る
諸
問
題
で
は
な
く
、
関
税
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
ケ
ン
タ
ッ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

…
、
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
テ
ネ
シ
ー
、
ウ
ェ
ス
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
共
和
党
の
側
に
つ
く
で
あ
ろ
う
、
と
予
言
し
た
。

　
ま
た
、
ド
ッ
ジ
は
、
黒
人
選
挙
権
の
擁
護
を
主
張
し
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
E
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
　
「
も

し
あ
な
た
が
こ
の
（
「
血
の
シ
ャ
ツ
」
）
政
策
に
固
執
す
る
な
ら
ば
、
共
和
党
員
の
八
％
な
い
し
一
〇
％
を
失
う
だ
け
で
は
す
ま
ず
…
…
そ
の
二
五

％
を
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
…
三
我
々
は
新
た
な
利
益
、
r
す
な
わ
ち
こ
の
国
の
実
業
利
益
に
訴
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
我
々
が
保
護
関
税
（
問
題
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
も
っ
て
こ
の
国
を
制
し
え
な
い
な
ら
ば
、
他
の
何
を
も
っ
て
制
し
う
る
か
私
に
は
見
当
が
つ
か
な
い
」
、
，
と
。

　
一
方
、
共
和
党
有
力
紙
も
「
関
税
路
線
」
を
訴
え
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
・
ク
ー
ラ
ン
ト
紙
鵠
鴛
焦
o
a
G
o
ミ
§
“
は
、

97 〈369）



「
南
部
諸
書
に
は
多
く
の
ウ
イ
ッ
グ
が
残
存
し
て
い
る
。
彼
等
の
多
く
は
現
在
の
そ
の
政
治
的
所
属
に
お
い
て
不
安
定
な
立
場
に
あ
る
。
彼
等

は
共
和
党
に
入
る
べ
き
で
あ
り
、
遺
伝
と
自
然
な
同
族
性
に
よ
り
本
来
共
和
党
に
こ
そ
属
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
共
和
党
に
入
れ
る
た
め
の
名
誉
あ
る
努
力
を
惜
し
む
べ
き
で
は
な
い
」
、
と
。

　
2
　
黒
人
選
挙
権
擁
護
路
線

　
黒
人
選
挙
権
擁
護
路
線
の
急
先
鋒
は
ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
選
出
上
院
議
員
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
E
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
で
あ
り
、
そ
の
同

調
者
と
し
て
、
い
ず
れ
も
上
院
議
員
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
F
・
ホ
ー
ア
、
ジ
ョ
ン
・
C
・
ス
プ
ー
ナ
ー
、
や
や
曖
昧
な
形
で
、
同
じ
く
上
院
議
員
の

ジ
ョ
ン
・
J
・
イ
ン
ガ
！
ル
ス
な
ど
が
い
た
。

　
ま
ず
チ
ャ
ン
ド
ラ
…
の
主
張
に
耳
を
傾
け
よ
う
。
彼
は
ド
ッ
ジ
に
次
の
よ
う
に
反
駁
す
る
。
歴
史
的
に
共
和
党
は
い
く
つ
か
の
根
本
的
理
由

の
た
め
に
存
在
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
奴
隷
制
拡
大
へ
の
反
抗
、
南
北
戦
争
で
の
勝
利
、
奴
隷
解
放
、
黒
人
選
挙
制
度
の
制
定
、
戦
争
に
よ

っ
て
か
ち
と
ら
れ
た
憲
法
修
正
五
重
ρ
ヨ
窪
α
5
①
幹
ω
の
保
障
な
ど
の
た
め
で
あ
る
。
　
「
関
税
は
こ
れ
ま
で
こ
れ
ら
の
偉
大
な
任
務
の
一
随
伴

物
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
」
今
そ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
は
党
を
粉
砕
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
共
和
党
は
国
会
議
員
選
挙
を
厳
重
に
管
理
せ
ね
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ら
ぬ
。
さ
も
な
く
ば
、
共
和
党
は
破
滅
を
運
命
づ
け
ら
れ
る
、
と
。

　
ま
た
、
別
の
機
会
に
彼
は
、
「
共
和
党
は
憲
法
修
正
第
一
五
条
δ
夢
跨
ヨ
魯
自
ヨ
Φ
暮
を
施
行
す
る
努
力
を
決
し
て
放
棄
で
き
ぬ
。
…
…
今

や
、
共
和
党
員
の
あ
る
も
の
の
心
中
に
は
信
義
の
死
滅
が
あ
る
。
…
…
わ
が
実
業
人
達
は
、
少
な
く
と
も
対
象
が
黒
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
入

間
の
諸
権
利
の
た
め
の
献
身
の
精
神
に
対
し
て
冷
淡
で
あ
る
」
、
と
し
て
実
業
人
を
非
難
し
た
の
ち
、
ま
も
な
く
「
忠
誠
と
勇
気
の
復
活
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

あ
る
か
ら
、
　
「
夜
明
け
の
到
来
を
待
ち
望
む
」
よ
う
南
部
共
和
党
員
を
励
ま
し
た
。

　
以
上
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
の
主
張
に
お
い
て
は
、
共
和
党
の
大
義
と
し
て
の
黒
人
選
挙
権
の
擁
護
と
い
う
意
義
づ
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

点
で
彼
の
主
張
は
き
わ
め
て
人
道
主
義
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
、
そ
の
主
張
を
共
和
党
票
と
し
て
の
黒
人
票

の
解
放
乏
い
う
き
わ
め
て
党
利
党
略
的
観
点
か
ら
裏
打
ち
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
彼
は
第
五
〇
国
会
第
一
会
期
に
お
い
て
、
ミ
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再建後共和党の南部対策（横山）

シ
シ
ッ
ピ
ー
州
都
ジ
ャ
ク
ソ
ン
に
お
け
る
選
挙
に
つ
い
て
の
調
査
決
議
を
提
出
し
た
が
、
こ
の
際
の
討
論
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
そ
の
虚
心
（
関
税
問
題
）
が
、
連
邦
下
院
議
員
と
大
統
領
の
選
挙
に
お
い
て
、
憲
法
の
下
で
投
票
す
る
資
格
の
あ
る
す
べ
r
て
の
人
々
の
公
正

な
投
票
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
一
五
〇
万
の
（
黒
人
）
有
権
者
が
…
…
選
挙
権
を
剥
奪
さ
れ
た
ま
ま
で
決
せ
ら
れ
る
か
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

関
税
を
守
ろ
う
と
望
む
わ
が
市
民
の
利
害
に
叢
る
問
題
で
あ
る
」
、
と
。
　
こ
の
発
言
に
は
、
共
和
党
の
関
税
政
策
を
貫
徹
す
る
た
め
の
重
要
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

前
提
と
し
て
の
南
部
黒
人
票
の
解
放
と
い
う
観
点
が
明
瞭
に
よ
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
イ
ソ
ガ
ー
ル
ス
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
レ
デ
ィ
ー
マ
ー
ズ
は
黒
人
の
投
票
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
南
部
黒
人
住
民
の
存

在
を
根
拠
に
南
部
に
割
当
て
ら
れ
て
い
る
三
八
の
国
会
議
席
を
盗
み
取
っ
て
い
る
。
来
た
る
べ
き
選
挙
で
は
、
「
他
の
す
べ
て
を
超
越
し
た
唯
一

最
高
の
問
題
」
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
「
そ
の
前
に
あ
っ
て
は
、
関
税
も
税
金
も
通
貨
も
歳
入
過
剰
も
す
べ
て
が
と
る
に
た
ら
ぬ
問
題
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

緩
小
化
し
消
滅
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
公
平
な
正
義
と
法
の
前
に
お
け
る
す
べ
て
の
人
間
の
平
等
で
あ
る
」
、
と
。
彼
に
お
い
て
も
、
人
道
主

義
島
島
説
の
裏
に
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
南
部
黒
人
票
の
解
放
に
よ
っ
て
、
南
部
の
議
席
を
奪
還
せ
ん
と
す
る
党
利
党
略
的
意
図
が
う
か
が
え
る
。

　
3
　
「
動
揺
」

　
共
和
党
内
に
は
南
部
対
策
に
つ
い
て
以
上
二
つ
の
路
線
が
存
在
し
、
対
立
し
て
い
た
の
だ
が
、
有
力
共
和
党
政
治
家
の
す
べ
て
が
明
確
に
そ

の
ど
ち
ら
か
に
与
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
多
く
が
き
わ
め
て
暖
急
な
態
度
を
と
り
、
二
直
線
の
間
で
「
動
揺
」
し
て
い
た
。

　
こ
の
「
動
揺
」
の
好
例
と
し
て
ジ
ョ
ン
・
シ
ャ
ー
マ
ン
が
い
る
。
彼
は
一
八
八
七
年
の
共
和
党
の
全
国
遊
説
亡
き
わ
め
て
矛
盾
し
た
一
連
の

発
言
を
行
っ
た
。
彼
は
ま
ず
ア
ラ
バ
マ
州
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
に
お
い
て
、
南
部
の
産
業
発
展
を
讃
え
、
南
部
の
前
進
は
共
和
党
の
戸
口
に
直
結
し

　
　
　
　
　
　
⑪

て
い
る
と
述
べ
た
。
つ
い
で
テ
ネ
シ
ー
州
ナ
シ
ュ
ビ
ル
に
お
い
て
も
、
彼
は
、
　
「
あ
な
た
方
は
関
税
問
題
に
対
し
て
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ィ
ニ
ア
と

同
じ
く
ら
い
深
い
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
」
も
し
テ
ネ
シ
ー
州
が
保
護
貿
易
主
義
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
同
州
は
「
前
例
の
な
い
ほ
ど
富
み
繁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

醸
す
る
」
で
あ
ろ
う
と
、
「
関
税
路
線
」
に
立
っ
た
訴
え
を
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
三
ケ
月
後
、
イ
リ
ノ
イ
州
議
会
に
お
い
て
、
彼
は
、

南
部
黒
人
は
そ
の
投
票
権
を
奪
わ
れ
威
嚇
さ
れ
て
い
る
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
大
統
領
は
不
正
選
挙
に
よ
り
、
憲
法
を
侵
害
し
て
大
統
領
に
選
出
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⑬

さ
れ
た
纂
奪
者
で
あ
る
、
r
、
と
「
血
の
シ
ャ
ツ
」
を
振
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に
三
ケ
月
後
、
彼
は
オ
ハ
イ
オ
州
ウ
ィ
ル
ミ
ン
ト
ソ
市
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
、
レ
デ
ィ
ー
マ
ー
ズ
は
高
率
関
税
に
よ
っ
て
大
い
に
助
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
、
と
「
関
税
路
線
」
に
立
っ
た
主
張
を
行
っ
た
。
　
　
　
－

　
シ
ャ
ー
マ
ン
の
よ
う
な
共
和
党
有
力
政
治
家
の
こ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
態
度
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
。
こ
こ
で
我
々
は
、
す
で
に
本
章
の
一
、

2
、
で
み
た
よ
う
に
、
南
部
保
護
関
税
派
結
集
路
線
、
南
部
黒
人
選
挙
権
擁
護
路
線
の
双
方
が
究
極
的
に
目
ざ
し
た
も
の
は
、
強
力
な
南
部
共

和
党
の
編
成
を
バ
ネ
と
し
た
共
和
党
の
全
国
支
配
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
統
領
な
ら
び
に
連
邦
上
下
両
院
を
制
し
、

全
国
支
配
を
確
立
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
、
共
和
党
は
、
成
立
し
つ
つ
あ
る
独
占
資
本
の
「
保
線
隊
」
と
し
て
、
そ
の
党
是
と
も
い
う
べ
き
保
護

関
税
政
策
を
も
遂
行
し
う
る
の
で
あ
っ
た
。
二
つ
の
路
線
の
一
方
は
、
こ
の
党
是
と
し
て
の
保
護
関
税
の
原
則
そ
の
も
の
に
自
ら
を
一
体
化
し

う
る
南
部
人
、
す
な
わ
ち
南
部
産
業
家
層
を
基
盤
に
し
て
南
部
共
和
党
を
編
成
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
全
国
政
党
と
し
て
共
和
党
を
確
立
せ
ん
と
し

た
。
も
う
一
方
は
、
彪
大
な
潜
在
的
共
和
党
票
で
あ
る
黒
人
へ
の
執
着
を
捨
て
さ
れ
ず
、
こ
れ
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
南
部
共
和
党
を
蘇

生
さ
せ
、
そ
れ
を
足
が
か
り
に
全
国
支
配
政
党
と
し
て
共
和
党
を
確
立
せ
ん
と
し
た
。
双
方
と
も
方
法
こ
そ
ち
が
え
、
そ
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
は

完
全
に
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
マ
ン
な
ど
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
認
識
し
、
情
況
に
応
じ
て
有
効
と
思
わ
れ
る
路
線
を
使
い
わ

け
、
そ
の
効
果
を
観
測
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
の
対
応
こ
そ
、
来
た
る
べ
き
ハ
リ
ソ
ン
政
権
期
共
和
党
の
南
部
対
策
を
ミ

ニ
チ
ュ
ア
化
し
た
形
で
先
行
試
行
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

①
出
ρ
三
。
。
。
口
ρ
目
げ
。
旨
p
ω
讐
§
恥
需
魯
§
魚
き
刷
導
ミ
。
ミ
ミ
鳶
隷
喰
ミ
、
。
§

　
ぎ
§
ミ
§
鉛
聴
層
お
目
P
℃
や
b
。
卜
。
Q
。
I
b
。
b
。
¢
，

②
以
下
、
南
部
保
護
関
税
派
出
集
路
線
を
「
関
税
路
線
」
、
黒
人
選
挙
権
擁
護
路

　
線
を
「
黒
人
擁
護
路
線
」
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
持
派
を
「
関
税
派
」
、
「
黒
人
擁
護
派
」

　
と
略
す
こ
と
も
あ
る
。

③
田
嵩
冨
。
戸
§
■
ミ
‘
電
・
H
㎝
下
嵩
。
。
「

④
串
裁
匂
電
』
o
c
。
蒔
8
■

⑤
き
ミ
■
も
。
嵩
O
層

⑥
♂
ミ
．
、
や
嵐
㊤
．

⑦
N
守
ミ
ご
℃
．
屋
H
■

⑧
O
§
讐
浅
恥
§
ミ
寄
◎
ミ
劃
9
0
8
α
Q
；
H
ω
①
ω
ω
‘
や
恥
O
餅

⑨
こ
の
点
に
関
連
し
て
無
視
し
え
ぬ
の
は
、
か
っ
て
彼
が
ア
ー
サ
ー
大
統
領
の
南

　
部
白
人
イ
ソ
デ
ィ
ペ
ソ
デ
ソ
ツ
と
の
同
盟
策
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
、
南
部
白
人
票

　
の
獲
得
を
追
求
し
た
前
歴
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ノ
＜
o
o
α
宅
舘
9
0
ミ
簡
誠

　
＆
§
審
鎚
句
婁
罫
や
一
〇
ご
期
5
評
。
昼
§
ミ
‘
竈
■
H
8
－
＝
蹄
く
冒
。
酵
け

　
℃
，
U
o
ω
き
賦
ω
り
謁
竜
さ
§
§
恥
建
ミ
W
富
恕
ミ
意
§
心
ミ
肋
§
浅
㍉
§
恥
≧
§
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再建後共和党の南部対策（横山）

　
b
愚
ミ
ミ
惹
寄
ミ
勲
謎
謡
農
。
。
ミ
レ
O
O
ρ
℃
や
一
蜜
占
＄
・

⑩
　
頸
誘
冴
o
p
。
特
ミ
．
噂
唱
■
H
⊂
降
　
．

⑪
♂
ミ
‘
や
置
。
。
嚇
u
。
ω
p
簿
δ
’
。
特
ミ
‘
毛
」
。
。
。
。
ム
。
。
り
．

五

ハ
リ
ソ
ン
政
権
の
初
期
南
部
対
策

一
南
部
保
護
関
税
派
結
集
路
線
一

＠　（3，　＠

震
酢
ω
。
p
§
ミ
・
ら
．
に
㊤
…
り
①
。
｝
9
。
註
ρ
。
鷺
豊
も
や
多
占
。
。
o
．

国
圃
錺
冨
o
p
愚
．
ミ
‘
や
一
〇
H
■

奪
ミ
‘
や
嵩
P

　
1
　
一
八
八
八
年
選
挙
と
そ
の
評
価

　
一
八
八
八
年
の
共
和
党
全
国
大
会
は
二
つ
の
南
部
路
線
の
対
立
の
中
で
開
か
れ
た
。
採
択
さ
れ
た
綱
領
は
市
民
選
挙
権
の
擁
護
を
政
綱
の
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
位
、
関
税
を
第
二
位
に
そ
れ
ぞ
れ
据
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
共
和
党
全
国
委
員
会
は
実
業
利
益
の
意
向
を
代
弁
す
る
委
員
長
マ
ッ
シ

ュ
ー
・
S
・
ク
ゥ
ェ
イ
、
副
委
員
長
ク
ラ
ー
ク
ソ
ソ
、
事
務
局
長
」
・
S
・
フ
ァ
セ
ッ
ト
に
支
配
さ
れ
、
人
種
問
題
を
完
全
に
無
視
し
た
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
②

運
動
方
針
を
決
定
し
た
。

　
共
和
党
大
統
領
候
補
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ハ
リ
ソ
ン
も
選
挙
に
あ
た
っ
て
は
南
部
保
護
関
税
派
に
訴
え
る
方
針
を
採
用
し
た
。
ま
た
有
力
共
綿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

党
政
治
家
も
「
関
税
路
線
」
を
支
持
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
選
挙
戦
は
関
税
一
色
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
南
部
諸
州
で
は
こ
の
方
針
が
徹
底
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
ウ
ェ
ス
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ニ
ア
で
は
、
　
「
人
種
問
題
が
政
治
か
ら
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
み
え
る
」
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
共
和
党
は
勝
利
し
た
。
一
八
七
二
年
以
来
初
め
て
大
統
領
と
上
下
両
院
を
制
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
が
注
目
す
べ
き
は
共
和
党
の
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

部
対
策
の
成
果
い
か
ん
で
あ
る
。
た
し
か
に
ハ
リ
ソ
ン
は
南
部
一
般
得
票
数
で
は
ヘ
イ
ズ
、
ガ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
、
ブ
レ
ー
ン
を
上
回
っ
た
。
し

か
し
、
彼
も
ま
た
南
部
の
一
州
を
も
獲
得
で
き
ず
、
さ
ら
に
、
表
1
に
明
瞭
な
よ
う
に
、
南
部
で
の
そ
の
得
票
率
は
四
〇
％
を
割
り
、
一
八
八

○
年
に
次
ぐ
低
率
で
あ
り
、
僅
か
に
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
前
回
よ
り
上
昇
し
た
の
み
で
、
他
の
す
べ
て
の
州
に
お
い
て

下
落
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
黒
人
が
州
人
口
の
五
〇
％
以
上
を
占
め
る
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
で
の
凋
落
は
目
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表1　南部における共和党の得票率の推移（％）

（　）内は1880年における

　黒人人口率

）
　
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）

0
畠
5
3
0
G
5
5
9
7
2
7
8
2

2
一
7
6
7
7
1
7
7
0
6
4
1
4

4
・
4
2
4
4
5
5
3
6
2
2
4

（
「
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（

　
…
マ
ー
ダ
ア
ナ
ー
ナ
ナ
ー
ス
ア
ア

　
…
　
　
　
イ
イ
　
　
ニ

部…

?
・
ジ
ア
諺
㌘
サ
諺

　
　
　
　
一
ジ

　
カ
｝
ラ
　
ロ

　
一

ヨ
イ　
シ 　

カ
カ

シ
　
　
　
　
一

　
　
．
ネ
キ

　
ス
スー

ウ

　
ヴ

　
ト

ァ
ス

　
エ

南
…
．
ア
ア
フ
ジ
ル
ミ
ノ
サ
テ
テ
ヴ
ウ

1876年

40．47

4e．12

40．21

50．00

28．18

51．37

32．12

46．15

50．27

40．36

29．8e

40．51

42．oe

1880年 1884年

37．54　1　4e．56

36．84　1　38．31

38．53　i　40．48

46．15　1　46．67

34．39　1　33．57

36．89　i　4220

29．31　1　36．36

48．13　1　46．64

33．92　1　23．66

44．44　1　47．88

23．65　1　28．53

39．62　1　48．77

40．71　1　47．73

1888年

37．64

32．57

38．22

40．30

28．17

26．72

25．22

47．20

17．50

45．72

25．82

49．34

49．06

U．　S．　Bureau　of　Census，　Historical　Statistics　of　U．　S，，　1961．　p，　688．

より算出。また，W．　D．　Burnham，　Presidential　Bαllots　1836－1892，

1955，PP．25G－255より算出しても近似の数字をうる。ただしBurn－
hamより算出したDeSantis，　RePteblicans　Face　the　SOtethern　Ques－

tion、　p。191の数宇の中で，1880年の共和党の南部得票率40．84％（た

だしウェスト・ヴァージニアを除く）は計算の誤りと思われる。なお
1880年の黒人人口率は，U・S・Burean　of　Census，　oP・eit・・P・12；

U．　S．　Depe．　of　Commerce，　iVegro　PoPTtlation　1790－IP15，　1915，

p．44，51．による。

表2　南部における共和党のブラック・カウソティ及びホワイ
　　　ト・カウソティ獲得数（ウェスト・ヴァージニアを除く）

1876い88・1・8841・888

　南部カウソティ総数　　　　　　928

うち，共和党獲得カウソテ4総数　　201

943

206

963

219

991

195

ブラック・カウソティ総数

うち，共和党獲得数

293

140

293

133

293

125

293

89

ホワイト・カウソティ総数

､ち，共和党獲得数

154

P3

154

P3

154

P8

154

P9

V．　DeSantis，　RePteblicans　Faoe　tlte　Soutltern　Question，　p．　191．

〈注〉　ただし，ブラック・カウソティとは総人口の50％以上が黒人で

　　　あるカウソティ，ホワイト・カウソテaとは，黒人が総人口の

　　　5％以下であるカウソティのことである。

え
、
真
の
意
味
で
の
全
国
支
配
政
党
た
り
え
な
い
の
み
か
、
た
だ
で
さ
え
脆
弱
な
南
部
の
地
歩
す
ら
喪
失
し
つ
つ
あ
っ
た
。
さ
ら
に
注
目
す
べ

き
は
、
表
2
に
み
る
よ
う
に
、
共
和
党
の
南
部
に
お
け
る
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
毛
げ
詮
Φ
o
o
償
β
身
獲
得
数
が
微
増
し
て
い
る
の
に
対
し
、

ブ
ラ
ッ
ク
・
カ
ウ
ソ
テ
ィ
げ
冨
。
障
。
o
百
気
団
獲
得
数
が
大
公
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
南
部
黒
人
の
共
禰
党
へ
の
投

票
が
大
幅
に
減
少
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
ヘ
イ
ズ
政
権
以
来
、
黒
人
冷
遇
、
白
人
優
位
と
い
う
傾
向
に
あ
っ
た
共
和
党
の
南
部
対
策

を
お
お
う
ば
か
り
で
あ
る
。
共
和
党
の
一
貫
し
た
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
党
は
依
然
と
し
て
南
部
に
確
固
た
る
基
盤
を
も
た
ず
、
そ
れ
ゆ
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：再建後共和党の南部対策（横山）

は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
南
部
に
お
け
る
黒
人
へ
の
抑
圧
と
、
黒
人
の
共
和
党
か
ら
の
離
反
を
助
長
し
、
彼
等
の
共
和
党
へ
の
投
票
を
激
減

さ
せ
、
南
部
共
和
党
の
衰
退
に
拍
車
を
か
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
八
八
八
年
の
選
挙
の
結
果
は
二
様
に
評
価
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
ハ
リ
ソ
ン
政
権
の
南
部
対
策
を
め
ぐ
っ
て
例
の
二
つ
の
路
線
が
提
起
さ
れ
た
。

　
ク
ラ
ー
ク
ソ
ソ
を
は
じ
め
と
す
る
「
関
税
派
」
は
、
一
八
八
八
年
選
挙
に
お
い
て
、
ハ
リ
ソ
ン
が
ウ
ェ
ス
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
、
ヴ
ァ
ー
ジ

ニ
ア
、
ノ
ー
ス
・
力
ロ
ラ
イ
ナ
、
テ
ネ
シ
ー
で
、
敗
れ
ば
し
た
も
の
の
、
ク
リ
｝
ブ
ラ
ン
ド
と
接
戦
を
演
じ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
ソ
リ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ド
・
サ
ウ
ス
の
崩
壊
の
始
り
」
で
あ
る
と
し
て
評
価
し
、
こ
の
善
戦
の
主
因
を
南
部
保
護
貿
易
派
の
支
持
に
帰
し
、
　
「
関
税
路
線
」
の
一
層
の

推
進
を
要
求
し
た
。

　
ク
ラ
ー
ク
ソ
ソ
は
シ
カ
ゴ
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
紙
〇
三
＄
σ
q
o
撃
き
§
恥
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
「
境
界
上
州
ぴ
。
錠
α
曾
Q
Q
欝
富
ω
は
保
護
関

税
に
導
か
れ
て
実
質
的
に
わ
が
方
に
つ
き
、
ソ
リ
ッ
ド
・
サ
ウ
ス
を
破
っ
た
。
我
々
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
ウ
ェ
ス
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
お
い

て
実
質
的
に
は
過
半
数
を
得
た
。
ま
た
今
臼
我
々
は
テ
ネ
シ
…
と
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
に
お
い
て
は
対
策
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
」
、
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

明
し
、
南
部
問
題
の
最
終
的
解
決
は
も
う
間
近
で
あ
る
、
と
予
言
し
た
。

　
「
関
税
路
線
」
の
推
進
を
も
っ
と
も
声
高
に
叫
ん
だ
の
は
南
部
白
人
共
和
党
員
な
ら
び
に
南
部
保
護
貿
易
派
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
テ
ネ

シ
ー
州
選
出
共
和
党
下
院
議
員
の
L
・
C
・
ホ
ウ
ク
は
、
「
（
テ
ネ
シ
ー
州
の
）
民
主
党
員
の
五
人
に
三
人
は
関
税
問
題
で
は
我
々
と
一
致
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
る
。
…
…
戦
争
か
ら
生
じ
た
選
べ
て
の
問
題
が
払
拭
さ
れ
、
テ
ネ
シ
ー
は
圧
倒
的
多
数
を
も
っ
て
共
和
党
側
に
あ
る
」
、
と
ま
で
豪
語
し
た
。

ま
た
、
ア
ラ
バ
マ
州
の
鉄
鋼
利
益
を
中
心
と
す
る
南
部
保
護
関
税
派
の
実
業
人
の
代
表
は
就
任
前
の
ハ
リ
ソ
ン
に
会
見
し
、
黒
人
へ
の
厳
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

態
度
、
南
部
有
能
人
心
の
連
邦
職
へ
の
任
命
、
高
率
関
税
政
策
の
採
用
な
ど
を
訴
え
、
二
〇
〇
人
の
産
業
家
の
署
名
つ
き
嘆
願
書
を
手
渡
し
た
。

同
じ
頃
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ア
ト
ラ
ン
タ
の
産
業
家
の
代
表
も
ハ
リ
ソ
ソ
に
会
見
し
、
人
種
問
題
煽
動
の
試
み
を
非
難
し
、
白
人
高
率
関
税
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

1
す
な
わ
ち
高
率
関
税
を
結
節
環
と
す
る
白
人
共
和
党
1
を
南
部
に
設
立
す
る
こ
と
を
勧
め
た
。
実
際
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
な
ど
で
は
す

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
に
正
式
に
白
人
保
護
関
税
党
を
組
織
す
る
動
き
が
具
体
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
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一
方
、
黒
人
選
挙
権
擁
護
路
線
支
持
派
は
、
前
述
の
よ
う
な
南
部
に
お
け
る
共
和
党
の
衰
退
の
事
実
を
直
視
し
、
　
「
南
部
に
お
け
る
共
和
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
主
義
菊
Φ
鷺
寓
8
ρ
巳
。
・
ヨ
唐
画
①
ω
o
億
昏
に
と
っ
て
の
よ
り
よ
き
時
代
」
を
も
た
ら
す
た
め
に
強
硬
な
南
部
対
策
の
採
用
を
訴
え
た
。
　
た

と
え
ば
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
は
憲
法
修
正
O
o
霧
葺
g
鉱
。
⇔
鉱
》
ヨ
魯
α
巴
。
暮
ω
を
施
行
し
、
選
挙
法
の
侵
犯
を
告
発
す
べ
く
強
力
な
司
法
長
官
を

　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

任
命
す
る
よ
う
ハ
リ
ソ
ン
に
勧
め
、
イ
ン
ガ
ー
ル
ス
も
ハ
リ
ソ
ン
に
強
力
な
南
部
対
策
を
要
求
し
た
。
一
方
国
会
に
お
い
て
も
、
チ
ャ
ン
ド
ラ

ー
は
一
八
八
八
年
四
月
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
選
挙
に
つ
い
て
の
調
査
決
議
を
提
出
し
た
。
ま
た
ホ
ー
ア
も
南
部
の
選
挙
不
正
一
般
と
個
別
ル
イ
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ア
ナ
の
選
挙
不
正
に
つ
い
て
の
調
査
決
議
を
提
出
し
た
。

　
2
　
ハ
リ
ソ
ン
の
初
期
南
部
対
策

　
二
様
の
助
言
、
勧
告
の
中
で
ハ
リ
ソ
ン
は
「
関
税
路
線
」
の
採
用
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
八
八
八
年
一
二
月
、
彼
は
下
院
議
員
の
J
・
H
・

ギ
ャ
リ
ソ
ジ
ャ
ー
に
、
「
ソ
リ
ッ
ド
・
サ
ウ
ス
を
打
破
す
る
最
良
の
方
法
は
経
済
路
線
で
民
主
党
員
と
共
和
党
員
の
関
心
を
ひ
く
こ
と
で
あ
ろ

う
。
も
し
共
和
党
が
今
後
八
年
あ
る
い
は
一
二
年
闘
政
権
の
座
に
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
方
法
は
経
済
問
題
に
つ
い
て
南
部
に
亀
裂
を
も
た
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
こ
の
よ
う
な
亀
裂
を
も
た
ら
し
う
る
唯
一
の
方
法
で
あ
ろ
う
」
、
と
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
リ
ソ
ン
は
基
本
路
線
と
し
て
は
「
関
税
路
線
」
を
と
っ
た
も
の
の
、
決
し
て
南
部
黒
人
選
挙
権
の
問
題
を
無
視
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
い
か
に
し
て
そ
れ
を
関
税
と
結
合
さ
せ
た
形
で
提
起
す
る
か
に
心
を
く
だ
い
て
い
た
。
こ
の
結
合
の
論
理

は
彼
の
就
任
演
説
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
一
八
八
九
年
三
月
七
日
の
就
任
演
説
の
中
で
ハ
リ
ソ
ン
は
ま
ず
関
税
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
　
「
…
…
私
は
、
わ
が
国
民
の
完

全
な
統
一
の
た
め
に
強
力
な
影
響
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
保
護
関
税
体
制
の
継
続
と
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
農
業
諸
州
で
の
鉱
工
業
の
発
展
に

　
　
　
　
　
　
　
⑱

期
待
を
か
け
て
い
る
」
、
と
。
そ
の
直
後
、
’
彼
は
関
税
と
黒
人
選
挙
権
擁
護
の
問
題
と
の
関
連
づ
け
を
次
の
よ
う
に
示
し
た
。
「
農
民
な
ら
び
に

最
近
南
部
で
建
設
さ
れ
た
巨
大
な
鉱
工
業
の
推
進
老
達
は
、
人
種
に
か
か
わ
り
の
な
い
勤
労
者
の
選
挙
の
自
由
は
、
勤
労
者
と
彼
等
自
身
の
防

衛
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
に
や
が
て
気
づ
く
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
は
全
く
あ
り
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
。
…
…
公
然
に
で
あ
れ
、
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秘
密
裡
に
で
あ
れ
、
市
民
間
に
お
い
て
、
共
同
で
そ
の
構
成
員
の
一
部
に
対
し
、
法
の
下
で
の
当
然
の
権
利
を
拒
否
す
る
よ
う
な
地
域
社
会
は
、

社
会
秩
序
と
繁
栄
と
を
結
ぶ
安
全
の
絆
そ
の
も
の
を
切
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
も
し
地
域
社
会
の
中
で
、
教
育
が
あ
り
、
影
響
力
を
も

つ
階
層
が
、
彼
等
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
法
律
を
組
織
的
に
侵
犯
す
る
か
、
あ
る
い
は
こ
の
侵
犯
を
黙
視
す
る
な
ら
ば
、
無
知
な
階
層
が
、
都

合
と
か
、
想
定
上
の
階
級
利
害
と
か
は
、
無
法
を
行
う
た
め
の
十
分
な
理
由
で
あ
る
な
ど
と
い
う
教
訓
を
学
び
と
っ
た
時
、
ど
う
い
う
事
態
が

起
で
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
。
法
が
行
動
の
規
範
で
あ
り
、
モ
ッ
プ
で
は
な
く
法
廷
が
刑
罰
を
執
行
す
る
地
域
社
会
こ
そ
実
業
利
益
と
正
真
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

労
働
者
に
と
っ
て
唯
一
の
魅
力
あ
る
活
動
領
域
で
あ
る
」
、
と
。
演
説
も
終
り
近
く
、
彼
は
、
「
今
や
、
選
挙
法
の
改
正
に
対
し
一
般
的
な
関
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

が
表
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
非
常
に
喜
ば
し
い
」
、
と
し
て
、
連
邦
選
挙
法
改
正
の
用
意
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。

　
以
上
の
ハ
リ
ソ
ソ
の
言
明
に
お
い
て
は
、
　
「
人
種
に
仕
り
の
な
い
選
挙
の
自
由
」
の
擁
護
1
す
な
わ
ち
黒
人
選
挙
権
の
擁
護
を
法
と
秩
序

の
維
持
と
し
て
捉
え
、
法
と
秩
序
こ
そ
無
知
な
階
層
、
す
な
わ
ち
黒
人
を
は
じ
め
と
す
る
下
層
大
衆
の
不
満
を
押
さ
え
、
治
安
を
維
持
し
、
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
業
人
に
高
率
保
護
関
税
か
ら
生
ず
る
産
業
の
繁
栄
を
享
受
さ
せ
う
る
と
す
る
論
理
が
よ
み
と
れ
る
。
関
税
と
黒
人

選
挙
権
擁
護
は
、
藩
老
が
前
者
の
前
提
と
し
て
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
も
、
産
業
利
益
の
促
進
こ
そ
が
究
極
目
的
で
あ
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
関
税
と
黒
人
選
挙
権
の
擁
護
と
を
論
理
的
に
結
合
さ
せ
た
意
図
は
何
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
二
つ

を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
南
部
対
策
に
つ
い
て
の
二
つ
の
路
線
を
結
合
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
路
線
の
同
時
所
有

を
自
ら
に
正
当
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
「
つ
の
路
線
に
よ
る
試
行
が
無
為
に
終
っ
た
時
、
彼
は
今
｝
つ
の
路
線
に
の
り
か
え
る
こ
と
が
可
能

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ソ
ソ
政
権
期
共
和
党
の
南
部
対
策
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
路
線
の
「
転
換
」
を
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
形
で
み
せ
る
の

で
あ
る
。

　
ハ
リ
ソ
ン
が
南
部
保
護
関
税
派
結
集
路
線
の
試
金
石
と
み
な
し
て
い
た
の
は
、
一
八
八
九
年
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
第
三
区
の
連
邦
下
院
議
員
選
挙

と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
知
事
選
挙
で
あ
っ
た
。

　
八
月
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
第
三
区
の
連
邦
下
院
議
員
選
挙
で
は
、
共
和
党
は
白
人
プ
ラ
ン
タ
ー
の
ヘ
ン
リ
ー
・
マ
イ
ナ
ー
を
候
補
に
指
名
し
た
。
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彼
は
黒
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
P
・
ケ
ロ
ッ
グ
の
率
い
る
公
認
州
共
和
党
組
織
器
σ
Q
三
際
閃
①
陰
ぽ
ざ
き
ω
富
げ
①
o
お
帥
巳
三
江
。
口
に
敵
対
し
、
黒
人

を
無
視
し
、
保
護
関
税
に
訴
え
る
選
挙
戦
を
展
開
し
た
。
こ
の
選
挙
に
対
し
共
祁
党
亡
国
委
員
会
は
三
人
の
連
邦
下
院
議
員
を
派
遣
す
る
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

全
力
を
投
入
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
果
は
一
八
、
七
六
一
票
対
一
一
、
四
〇
五
票
で
マ
イ
ナ
ー
の
敗
北
に
終
っ
た
。

　
つ
づ
い
て
一
一
月
間
行
わ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
知
事
選
挙
に
お
い
て
も
、
共
稲
党
は
黒
人
聞
題
を
全
く
無
視
し
、
関
税
を
中
心
に
据
え
た

綱
領
を
採
択
し
、
州
共
和
党
内
の
黒
人
派
指
導
者
ジ
ョ
ン
・
ラ
ソ
グ
ス
ト
ソ
に
敵
対
す
る
白
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ホ
ン
を
知
事
候
補
に
指
名
し

た
。
共
和
党
は
こ
の
選
挙
に
対
し
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
選
挙
を
は
る
か
に
上
回
る
支
援
を
傾
け
、
ト
ー
マ
ス
・
B
・
リ
ー
ド
、
ジ
ョ
ン
・
D
・
キ

ャ
メ
ロ
ン
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
、
ジ
ョ
ン
・
シ
ャ
ー
マ
ン
、
M
・
ク
ウ
ェ
イ
、
J
・
ク
ラ
ー
ク
ソ
ソ
、
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
C
・
バ
冒

ー
ズ
な
ど
「
関
税
派
」
の
共
和
党
有
力
政
治
家
を
大
挙
投
入
し
た
。
共
和
党
全
国
委
員
会
は
こ
の
選
挙
に
二
五
、
○
○
○
ド
ル
を
投
じ
、
強
い

　
　
　
　
　
⑫

期
待
を
か
け
た
。

　
こ
の
よ
う
な
異
例
の
支
援
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
和
党
は
ま
た
し
て
も
敗
北
し
た
。
結
果
は
民
主
党
一
六
二
、
六
五
四
票
に
対
し
て
マ
ホ
ン

一
二
〇
、
四
七
七
票
で
あ
っ
た
。
一
八
八
八
年
、
ハ
リ
ソ
ン
が
高
州
に
お
い
て
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
に
僅
か
二
〇
〇
〇
落
差
に
ま
で
迫
っ
た
こ
と

に
比
べ
れ
ば
、
こ
れ
は
惨
敗
で
あ
っ
た
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
は
、
共
和
党
の
選
挙
戦
略
が
南
部
白
人
保
護
関
税
派
の
結
集
に
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
マ
ホ
ン
は
白
人
が
人
口
の
過
半
数
を
占
め
る
カ
ウ
ン
テ
ィ
五
六
の
う
ち
僅
か
七
を
得
た
に
す
ぎ
ず
、
さ
ら
に
皮
肉
な
こ
と
に
、

彼
は
同
業
の
三
つ
の
主
要
な
鉄
鋼
生
産
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
す
べ
て
を
失
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
共
和
党
の
戦
略
は
完
全
な
失
敗
に
終
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
敗
北
に
対
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ワ
ー
ル
ド
紙
裟
①
毛
く
○
爵
州
ぎ
噛
、
ミ
は
、
　
「
南
部
白
人
共
和
党
を
建
設
す
る
と
い
う
有
名
な
構
想
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

交
差
点
で
間
違
っ
た
方
向
へ
曲
っ
て
し
ま
っ
た
」
、
と
論
評
し
た
。
ま
た
、
黒
人
紙
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
エ
イ
ジ
照
雨
①
≦
団
。
降
胡
馬
は
、
「
ハ

リ
ソ
ソ
政
権
の
裁
可
を
う
け
、
　
『
白
人
党
』
の
構
想
を
掲
げ
て
戦
っ
た
」
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
マ
イ
ナ
ー
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
マ
ホ
ン
の
敗
北
は
、

南
部
が
「
民
主
党
と
結
婚
し
て
い
る
」
こ
と
と
、
　
「
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
立
場
を
無
視
し
た
い
か
な
る
共
和
党
の
政
策
」
も
無
残
な
結
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⑮

果
に
終
る
こ
と
を
証
明
し
た
、
と
厳
し
く
批
判
し
た
。

　
共
和
党
自
体
は
、
こ
の
「
関
税
路
線
」
の
敗
因
を
ど
こ
に
求
め
て
い
た
の
か
。
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
て
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
選
挙
参
謀
を
務
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

バ
ロ
ー
ズ
が
上
州
を
発
つ
に
際
し
て
語
っ
た
、
「
私
が
見
た
と
こ
ろ
が
ら
す
れ
ば
，
ル
イ
ジ
ア
ナ
で
は
選
挙
は
茶
番
で
あ
る
」
、
と
い
う
感
想
は

す
べ
て
を
語
り
尽
く
し
て
い
る
。

　
共
和
党
は
、
決
し
て
白
人
の
離
反
を
許
さ
ぬ
南
部
畏
主
党
の
驚
く
べ
き
強
固
な
結
束
と
、
不
正
、
脅
追
、
暴
力
な
ど
様
々
な
手
段
に
よ
る
南

部
共
和
党
票
の
全
面
的
抑
圧
の
現
状
と
を
改
め
て
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
認
識
の
う
え
に
、
共
和
党
は
す
で
に
用
意
し
て
い
た
今

一
つ
の
路
線
で
あ
る
黒
人
選
挙
権
擁
護
路
線
－
具
体
的
に
は
連
邦
選
挙
法
改
正
を
提
起
し
た
。
こ
れ
は
、
二
度
と
や
り
な
お
し
不
可
能
な
路

線
で
あ
り
、
い
わ
ば
共
和
党
に
と
っ
て
最
後
の
切
り
札
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
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占ノ、

連
邦
選
挙
法
案

一
黒
人
選
挙
権
擁
護
路
線
一
1

　
一
八
八
九
年
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
の
南
部
保
護
関
税
派
結
集
路
線
の
惨
め
な
敗
北
の
後
、
第
五
一
国
会
に
お
い
て
共
和
党
の

南
部
対
策
は
劇
的
な
「
転
換
」
を
み
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
点
に
至
り
、
共
和
党
は
連
邦
選
挙
法
案
団
①
α
窪
鉱
P
d
ざ
。
試
8
ゆ
筥
を
国
会

に
提
出
し
、
南
部
黒
人
選
挙
権
の
擁
護
を
党
の
重
点
政
策
と
し
て
追
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
連
邦
選
挙
法
案
こ
そ
「
第
二
の
再
建
」
を
企

図
す
る
も
の
と
さ
れ
、
全
国
に
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
ま
き
お
こ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
1
　
背
　
　
　
景

　
共
和
党
の
南
部
対
策
の
変
化
は
一
八
八
九
年
一
二
月
目
ハ
リ
ソ
ン
大
統
領
の
第
一
回
年
次
教
書
に
端
的
に
う
か
が
え
る
。
彼
は
こ
の
中
で
連

　
　
　
　
　
①

邦
選
挙
法
改
正
を
き
わ
め
て
直
裁
に
次
の
よ
う
に
勧
告
し
て
い
る
。
　
「
私
は
、
わ
が
国
の
す
べ
て
の
人
々
に
合
衆
国
憲
法
と
合
衆
国
諸
法
の
下

で
の
選
挙
権
と
あ
ら
ゆ
る
他
の
市
民
権
の
自
由
な
行
使
を
保
障
す
る
、
明
確
に
規
定
さ
れ
た
憲
法
権
限
内
を
で
な
い
法
律
の
審
議
へ
国
会
の
注

意
を
真
剣
に
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
連
邦
下
院
議
員
選
挙
の
す
べ
て
の
指
揮
と
管
理
を
行
な
う
権
限
は
明
確
に
連
邦
政
府
に
与
え
ら
れ

て
い
る
。
…
…
黒
人
は
法
廷
に
お
け
る
訴
訟
人
、
陪
審
員
、
証
人
と
し
て
、
国
会
議
員
の
選
挙
人
と
し
て
、
あ
る
い
は
州
間
鉄
道
の
穏
か
な
旅
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

老
と
し
て
、
連
邦
政
府
に
対
す
る
彼
の
す
べ
て
の
関
係
に
お
い
て
保
護
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
、
と
。
こ
こ
に
は
、
　
ハ
リ
ソ
ン
が
就
任
演
説
で
の

べ
た
、
あ
の
黒
人
選
挙
権
擁
護
と
関
税
と
の
ま
わ
り
く
ど
い
関
連
づ
け
は
な
い
。
彼
が
黒
人
選
挙
権
擁
護
路
線
に
の
り
か
え
た
こ
と
は
明
白
で
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あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
エ
イ
ジ
紙
は
ハ
リ
ソ
ン
の
こ
の
「
急
激
な
変
化
」
に
注
目
し
、
彼
が
南
部
白
人
共
和
党
の
育
成
を
放
棄
し
、
「
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

制
法
案
」
閃
。
目
8
切
葭
の
成
立
を
勧
告
し
た
も
の
と
判
断
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
変
化
は
彼
に
と
っ
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
ん
ら
矛
盾
で
は
な
く
、
産
業
利
益
の
貫
徹
と
い
う
究
極
目
的
の
た
め
に
別
の
手
段
を
と
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
変
化
は
ハ
リ
ソ
ン
に
の
み
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
か
っ
て
「
関
税
派
」
の
有
力
な
唱
導
者
で
あ
っ
た

ク
ラ
ー
ク
ソ
ン
、
ド
ッ
ジ
、
バ
ロ
ー
ズ
、
リ
ー
ド
な
ど
も
連
邦
選
挙
法
改
正
支
持
へ
と
ま
わ
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ク
ラ
ー
ク
ソ
ン
は
こ
う

発
言
す
る
に
至
っ
て
い
た
。
　
「
あ
ら
ゆ
る
問
題
、
関
税
や
そ
の
即
す
べ
て
の
問
題
に
優
先
す
る
偉
大
な
共
和
党
の
大
義
は
、
絶
対
的
に
純
正
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

選
挙
の
た
め
に
決
然
と
し
て
戦
う
義
務
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
教
え
て
や
ろ
う
で
は
な
い
か
」
、
と
。

　
彼
等
の
「
転
向
」
の
動
機
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
よ
く
代
弁
す
る
の
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
選
挙
参
謀
の
一

人
で
あ
っ
た
バ
ロ
ー
ズ
の
「
転
向
」
の
弁
で
あ
る
。
彼
は
一
八
八
九
年
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
選
挙
を
回
想
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
暫
く
の
間
、
私
は
人
種
問
題
を
解
決
す
る
最
良
の
方
法
は
、
共
和
党
が
南
部
に
お
い
て
産
業
問
題
を
押
し
出
し
、
も
し
可
能
な
ら
ば
、
人
々

の
注
意
を
人
種
偏
見
に
伴
な
う
暴
行
か
ら
そ
ら
せ
」
、
経
済
問
題
に
「
向
け
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
強
く
も
っ
て
い
た
。
」
七
か
し
、

選
挙
の
進
行
に
つ
れ
て
、
民
主
党
は
真
の
問
題
か
ら
目
を
そ
ら
さ
せ
る
た
め
に
、
黒
人
優
越
翼
Φ
σ
q
目
○
ω
β
肩
①
白
ρ
。
蜜
の
危
機
を
叫
び
は
じ
め
た
。

「
そ
の
叫
び
は
、
ば
か
げ
て
は
い
た
が
成
功
し
た
。
」
「
私
は
そ
の
時
、
保
護
貿
易
党
を
建
設
す
る
す
べ
て
の
試
み
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
す
ら
、
も
し
自
由
な
選
挙
と
公
正
な
開
票
の
た
め
の
何
ら
か
の
保
障
を
与
え
な
い
限
り
無
駄
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
」
、
と
。
彼
に
お
い

て
は
、
　
「
関
税
路
線
」
が
撤
圓
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
た
め
の
前
提
と
し
て
選
挙
権
の
擁
護
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
た
同
じ
く
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
へ
支
援
に
か
け
つ
け
た
ト
ー
マ
ス
・
リ
」
ド
も
敗
北
後
、
　
「
要
す
る
に
、
共
和
党
は
、
こ
の
国
の
憲
法
の
下
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

同
党
が
得
る
資
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
票
を
、
あ
ら
ゆ
る
策
略
…
…
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
」
、
と
雷
っ
て
連
邦
選

挙
法
案
を
強
く
支
持
し
た
。
彼
の
眼
中
に
あ
っ
た
の
も
や
は
り
南
部
共
和
党
票
の
奪
還
で
あ
っ
た
。
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さ
ら
に
、
ド
ッ
ジ
は
一
八
九
〇
年
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
　
「
私
は
選
挙
法
案
を
、
こ
れ
ま
で
私
が
経
験
し
た
あ
ら
ゆ
る
法
案
に
ま

し
て
、
人
種
間
の
平
和
と
調
和
を
も
た
ら
す
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
同
法
案
が
成
立
す
れ
ば
、
南
部
は
速
や
か

に
黒
人
に
そ
の
諸
権
利
を
与
え
、
黒
人
の
票
を
求
め
、
少
な
く
と
も
そ
の
半
分
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
は
そ
の
（
選
挙
法
の
）
お
か

げ
で
多
く
の
白
人
票
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
我
々
が
（
南
北
）
戦
争
で
勝
ち
と
っ
た
も
の
を
擁
護
せ
ず
、
共
和
党
に
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
と
を
続
け
さ
せ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
南
部
に
お
い
て
は
い
か
な
る
白
人
票
を
期
待
す
べ
く
も
な
い
」
、
と
。
こ
こ
に
は
、
南
部
白
人
票
の
獲

得
こ
そ
選
挙
法
案
支
持
の
主
要
な
理
由
で
あ
る
こ
と
が
あ
か
ら
さ
ま
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
か
っ
て
の
「
関
税
銘
線
」
の
唱
導
者
の
多
く
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
や
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
の
敗
北
を
通
じ
て
、
　
「
関
税
路
線
」
の
貫
徹
に

と
っ
て
の
最
大
の
障
害
が
、
黒
人
の
存
在
を
様
々
な
形
で
利
用
し
た
選
挙
不
正
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
彼
等
は
、
共
和
党
が
大
統
領
な
ら

び
に
上
下
両
院
を
制
し
て
い
る
と
い
う
有
利
な
状
況
を
も
考
慮
に
入
れ
た
う
え
で
、
南
部
に
お
け
る
選
挙
不
正
を
除
去
す
べ
く
違
邦
選
挙
法
改

正
支
持
に
ま
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
等
は
黒
人
選
挙
権
の
擁
護
そ
の
も
の
を
求
め
て
選
挙
法
案
を
支
持
し
た
わ
け
で
は
な

く
、
　
「
関
税
路
線
」
の
前
提
と
し
て
こ
れ
を
支
持
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
も
か
く
、
こ
こ
に
、
共
和
党
内
に
お
い
て
、
名
目
的
に
せ
よ
黒
人
選
挙
権
の
擁
護
を
謳
う
連
邦
選
挙
法
改
正
1
す
な
わ
ち
連
邦
選
挙
法

案
の
提
起
に
つ
い
て
、
そ
の
究
極
目
的
で
は
一
致
し
な
が
ら
も
、
そ
の
論
理
に
お
い
て
は
二
様
の
南
部
対
策
路
線
を
背
後
に
控
え
つ
つ
、
不
安

定
な
合
意
が
形
成
さ
れ
た
。

　
連
邦
選
挙
法
改
正
へ
の
要
望
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
中
で
、
　
一
八
九
〇
年
四
月
、
下
院
の
連
邦
選
挙
特
別
委
員
会
G
Q
①
δ
○
審
傷
O
o
巳
ヨ
響
①
Φ

o
郎
け
げ
①
国
δ
o
鉱
。
鄭
。
｛
汁
げ
Φ
℃
円
⑦
。
。
乙
①
ロ
温
く
8
中
丁
零
甑
α
2
日
辞
9
⇔
鳥
図
①
鴇
Φ
の
①
簿
斜
措
く
。
一
郎
O
o
昌
σ
q
目
①
ω
ω
委
員
長
ヘ
ン
リ
ー
・
キ
ャ
ポ
ッ
ト
・

ロ
ッ
ジ
は
、
す
で
に
上
下
両
院
に
提
串
さ
れ
て
い
た
数
多
く
の
選
挙
法
案
を
一
本
化
し
た
連
邦
選
挙
法
案
国
⑦
α
興
巴
包
①
9
δ
昌
ヒ
ご
厳
を
下
院

に
提
出
し
た
。

　
ロ
ッ
ジ
の
連
邦
選
挙
法
案
推
進
の
意
図
は
何
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
「
我
々
は
、
選
挙
は
公
正
で
あ
り
、
投
票
に
よ
る
審
判
は
真
正
で
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あ
る
と
い
う
絶
対
的
に
普
遍
的
な
信
念
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
ア
メ
リ
カ
の
市
民
で
あ
る
す
べ
て
の
人
々
は
投
票
権
な
ら
び
に
彼
の
投
票

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
集
計
さ
れ
る
よ
う
期
待
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
」
、
と
し
て
公
正
の
追
求
が
唯
一
の
目
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
の

動
機
も
決
し
て
そ
の
よ
う
に
単
純
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
一
八
八
七
年
、
母
に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
　
「
も
し
我
々
が
南
部
に
お

い
て
公
正
な
機
会
を
得
れ
ば
、
我
々
は
必
ず
や
（
民
主
党
を
）
打
倒
で
き
る
の
だ
が
…
…
し
か
し
、
　
（
民
主
党
が
南
部
の
）
半
分
近
く
の
州
を
、

開
票
に
お
い
て
詐
術
を
な
し
う
る
ほ
ど
に
支
配
し
て
い
る
た
め
、
全
国
選
挙
に
お
い
て
勝
利
せ
ん
と
す
る
我
々
の
戦
い
は
諸
困
難
に
よ
っ
て
妨

　
　
　
　
　
⑩

害
さ
れ
て
い
る
」
、
と
。
彼
に
あ
っ
て
も
南
部
票
の
獲
得
に
よ
る
全
国
支
配
と
い
う
党
利
こ
そ
そ
の
主
要
な
動
機
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
ロ
ヅ
ジ
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
連
邦
選
挙
法
案
は
非
常
に
長
文
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
要
旨
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
連
邦
下
院
議
員
選
挙
の
主
監
母
宮
。
ぼ
似
ω
毛
卑
≦
の
。
同
を
、
巡
回
裁
判
所
。
ぎ
巳
げ
8
霞
け
の
任
命
に
よ
り
、
各
地
の
巡
回
裁
判
上
冒
黒
鼠
巴

。
眸
。
g
諜
に
置
く
。
こ
の
主
監
督
官
の
下
に
、
地
区
判
事
a
ω
鼠
○
け
甘
山
σ
Q
o
の
任
命
に
よ
っ
て
、
各
国
会
議
員
区
に
両
党
を
代
表
す
る
三
人
i

た
だ
し
一
党
二
人
を
こ
え
ぬ
一
の
地
区
監
督
官
話
σ
Q
δ
昌
鉱
の
毛
碧
く
訪
貧
を
置
く
。
地
区
監
督
官
は
選
挙
登
録
台
帳
を
監
査
し
、
投
票
に
立

会
い
、
開
票
に
加
わ
り
、
独
自
の
結
果
報
告
書
を
作
成
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
人
ロ
ニ
○
○
○
人
以
上
の
都
市
で
は
、
各

々
の
選
挙
の
前
に
は
個
別
訪
問
し
、
登
録
者
に
選
挙
方
法
、
投
票
場
所
、
選
挙
日
時
を
通
知
す
る
義
務
を
負
う
。
一
方
、
巡
回
裁
判
所
に
よ
っ

て
、
題
名
よ
り
成
る
点
検
委
員
会
ぴ
。
鍵
α
o
h
o
霞
く
霧
ω
o
冨
が
任
命
さ
れ
、
地
区
監
督
官
よ
り
回
送
さ
れ
た
票
を
点
検
し
、
そ
の
結
果
を
報

告
す
る
義
務
を
負
う
。
点
検
委
員
会
の
証
明
が
州
選
挙
管
理
委
員
会
の
証
明
に
優
越
す
る
。
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
に
、
必
要
な
ら
ば
陸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

海
軍
を
使
用
す
る
権
限
を
大
統
領
に
与
え
る
。

　
こ
の
法
案
は
、
選
挙
に
伴
な
う
不
正
の
一
掃
の
た
め
に
は
武
力
行
使
を
も
辞
さ
ぬ
と
い
う
ま
こ
と
に
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
同
法
案
が

「
第
二
の
再
建
」
を
企
む
も
の
と
み
な
さ
れ
た
ゆ
え
ん
も
こ
の
法
案
の
徹
底
し
た
厳
し
さ
に
あ
っ
た
。

　
2
　
実
業
界
な
ら
び
に
共
和
党
内
の
反
対

　
選
挙
法
案
に
対
し
て
北
部
実
業
界
は
徹
底
し
て
反
対
し
た
。
北
部
有
力
実
業
紙
の
こ
の
法
案
に
対
す
る
猛
烈
な
反
対
は
こ
れ
を
代
弁
し
た
も
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の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ブ
リ
テ
ィ
ン
紙
墨
。
ぞ
く
。
鱒
G
。
ミ
ミ
ミ
、
驚
ミ
ヒ
d
ミ
ミ
§
は
、
南
部
に
お
け

る
北
部
資
本
は
、
　
「
報
復
と
不
信
を
煽
る
傾
向
の
あ
る
立
法
に
よ
っ
て
麻
痺
に
陥
る
で
あ
ろ
う
」
、
と
警
告
し
、
強
制
法
案
が
仕
事
に
害
を
及

ぼ
す
こ
と
を
怖
れ
て
南
部
で
の
事
業
計
画
を
と
り
や
め
た
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
の
実
業
人
の
例
を
報
じ
、
南
部
の
経
済
は
ブ
ー
ム
に
あ
り
、
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
北
部
資
本
も
流
入
し
、
そ
の
中
で
黒
人
も
向
上
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
な
に
も
国
会
が
介
入
す
る
必
要
は
な
い
、
と
断
じ
た
。
ま
た
、
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ア
ド
バ
タ
イ
ザ
ー
紙
は
北
都
資
本
が
南
部
を
繁
栄
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
後
、
選
挙
法
案
は
「
信
頼
を
危

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

う
く
し
…
…
今
後
の
資
本
の
流
れ
を
澗
渇
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
」
、
と
警
告
し
た
。
さ
ら
に
、
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
・
オ
ブ
・
コ
マ
ー

ス
紙
累
Φ
妻
磯
○
昂
智
自
§
ミ
＆
G
。
ミ
§
馬
§
馬
も
、
選
挙
法
案
は
権
力
だ
け
が
目
的
の
、
き
わ
め
て
党
派
的
政
治
家
の
手
に
な
る
も
の
で
、
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

域
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
、
と
非
難
し
た
。
ま
た
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
製
造
業
者
ク
ラ
ブ
℃
ぼ
冠
山
①
首
ぼ
p
鼠
㊤
自
鍵
振
旦
奉
唱
、
Ω
巳

の
機
関
紙
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
ラ
i
』
§
§
繋
駕
ミ
ミ
は
、
　
「
共
和
党
の
気
運
は
、
職
業
的
政
治
家
の
サ
ー
ク
ル
を
除
い
て
は
、
連
邦
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

法
案
の
採
択
に
反
対
で
あ
る
」
、
と
言
明
し
、
共
和
党
員
の
中
で
の
政
治
家
と
実
業
人
の
齪
酷
を
暴
露
し
た
。
一
方
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

人
た
ち
は
国
会
に
選
挙
法
案
の
阻
止
を
講
願
す
る
な
ど
実
際
行
動
に
も
立
ち
上
っ
て
い
た
。

　
北
部
実
業
人
に
呼
応
し
て
南
部
実
業
人
も
最
大
限
の
反
対
運
動
を
展
開
し
た
。
南
部
に
対
し
て
選
挙
法
案
が
与
え
た
衝
撃
は
大
き
く
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

様
を
南
部
人
ト
ー
マ
ス
・
N
・
ペ
イ
ジ
は
、
　
「
他
の
す
べ
て
の
事
柄
へ
の
考
慮
は
と
も
か
く
停
止
し
て
し
ま
っ
た
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
選
出
民
主
党
上
院
議
員
の
Z
・
B
・
ヴ
ァ
ソ
ス
は
、
　
「
強
制
法
案
を
支
持
す
る
よ
う
な
南
部
人
は
我
々
の
間
で
生
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
こ
と
を
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
、
と
ま
で
誉
田
っ
て
選
挙
法
案
へ
の
憎
悪
を
む
き
出
し
に
し
た
。
　
こ
の
よ
う
な
憤
激
と
憎
悪
の
中
で
、
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

聯
帯
業
人
は
各
地
で
大
集
会
を
開
き
、
北
部
実
業
人
に
強
制
法
案
へ
の
抗
議
を
要
請
す
る
決
議
を
あ
げ
た
が
、
よ
り
激
昂
し
た
人
々
は
北
部
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

品
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
す
ら
提
起
し
た
。

．
共
和
党
内
に
も
強
力
な
選
挙
法
案
反
対
派
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
第
一
は
、
今
は
、
ブ
．
レ
ー
ン
と
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
・
コ
マ
弓
シ
ャ
ル
・
・
ガ

ゼ
ッ
ト
紙
Ω
⇔
。
手
量
菖
G
。
§
§
ミ
、
9
ミ
O
§
ミ
鷺
の
編
集
者
で
有
力
党
人
の
ム
ラ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
ス
テ
ッ
ド
を
指
導
者
と
す
る
「
関
税
派
」
で
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あ
っ
た
。
彼
等
は
少
数
派
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
。
ホ
ー
ル
ス
テ
ッ
ド
は
今
な
お
こ
う
言
っ
て
い
た
。

「
あ
の
（
一
八
八
八
年
の
）
選
挙
戦
は
経
済
問
題
の
一
貫
し
た
論
議
に
よ
っ
て
成
功
し
た
の
だ
。
…
…
次
回
の
大
統
領
選
挙
戦
を
戦
う
方
法
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ロ
ッ
ジ
法
案
一
そ
の
原
則
が
い
か
に
正
し
く
、
ま
た
そ
の
背
景
に
あ
る
歴
史
が
い
か
に
ひ
ど
い
も
の
で
あ
れ
一
i
で
は
な
く
関
税
で
あ
る
…

…
」
、
と
。

　
ま
た
、
南
部
白
人
共
和
党
員
の
中
に
は
、
こ
の
「
関
税
路
線
」
を
支
持
し
て
、
選
挙
法
案
に
反
対
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一

八
九
〇
年
七
月
二
三
日
、
ア
ラ
バ
マ
州
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
に
お
い
て
、
数
百
人
の
保
護
貿
易
派
の
共
和
党
員
が
集
会
を
も
ち
、
選
挙
法
案
は
違
憲

で
あ
り
、
地
域
間
の
通
商
関
係
を
傷
つ
け
、
　
「
人
種
衝
突
を
も
た
ら
し
、
ま
さ
に
今
、
比
類
な
い
進
歩
の
行
程
を
開
始
し
つ
つ
あ
る
現
在
の
わ

が
壮
大
な
産
業
体
外
を
危
機
に
陥
れ
る
」
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
強
く
非
難
す
る
豊
君
を
採
択
し
た
。
さ
ら
に
、
テ
ネ
シ
ー
州
共
和
党
大
会
は
、

「
実
業
利
益
を
不
安
定
に
す
る
法
律
」
、
と
し
て
強
制
法
案
非
難
決
議
を
あ
げ
た
。
あ
る
南
部
白
人
共
和
党
員
は
、
「
法
案
が
法
律
に
な
っ
た
日
、

私
は
共
和
党
を
脱
党
す
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
法
案
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
色
に
よ
る
区
別
8
δ
戦
犀
器
を
南
部
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

南
部
諸
州
の
白
人
は
一
人
と
し
て
共
和
党
に
と
ど
ま
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
」
、
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。

　
黒
人
の
中
に
す
ら
、
選
挙
法
案
が
人
種
関
係
を
一
層
緊
張
さ
せ
る
こ
と
を
恐
れ
て
こ
れ
に
反
対
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ア
ラ
バ

マ
州
選
出
民
主
党
上
院
議
員
の
J
・
T
・
モ
ー
ガ
ン
は
選
挙
法
案
に
反
紺
す
る
ア
ラ
バ
マ
州
の
黒
人
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
請
願
書
を
国
会
に
提
出

　
㊧

し
た
。

　
3
　
敗
北
の
過
程

　
一
八
九
〇
年
六
月
二
六
日
、
下
院
本
会
議
に
報
告
さ
れ
た
連
邦
選
挙
法
案
は
支
持
者
で
あ
る
下
院
議
長
ト
ー
マ
ス
・
リ
ー
ド
の
巧
み
な
議
事

運
営
の
下
に
き
わ
め
て
ス
ム
ー
ズ
に
審
議
さ
れ
た
。
し
か
し
、
　
「
討
論
は
疑
い
も
な
く
、
再
建
終
了
以
来
も
っ
と
も
激
し
い
も
の
の
｝
つ
で
あ

　
⑳つ

た
。
」
南
部
民
主
党
議
員
は
白
人
優
越
論
を
む
き
出
し
に
し
た
反
対
発
言
を
行
っ
た
。
ま
た
共
和
党
議
員
の
中
に
も
「
関
税
路
線
」
に
た
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

南
部
の
人
種
関
係
と
南
北
経
済
関
係
へ
の
悪
影
響
を
理
由
に
、
反
対
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
囁
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下
院
採
決
は
七
月
二
日
に
行
わ
れ
、
連
邦
選
挙
法
案
は
一
五
五
対
一
四
九
で
可
決
さ
れ
た
。
賛
成
一
五
五
票
は
、
一
人
の
イ
ン
デ
ィ
ペ
ソ
ゲ

ン
ツ
を
除
き
、
す
べ
て
共
和
党
議
員
に
よ
っ
て
投
ぜ
ら
れ
た
。
ま
た
反
対
一
四
九
票
中
一
四
七
ま
で
が
民
主
党
議
員
、
残
り
二
票
が
共
和
党
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

員
に
よ
っ
て
投
ぜ
ら
れ
た
。

　
法
案
は
七
月
七
日
上
院
に
送
付
さ
れ
た
。
し
か
し
ホ
ー
ア
を
委
員
長
と
す
る
上
院
の
権
利
並
び
に
選
挙
権
委
員
会
O
o
聖
旨
彗
①
①
o
口
℃
識
く
幣

一
①
σ
q
Φ
ω
導
ゆ
国
一
8
江
8
ω
は
反
対
を
和
ら
げ
る
た
め
に
、
下
院
商
量
の
大
統
領
の
軍
隊
使
用
権
限
の
規
定
を
削
除
し
、
監
督
官
の
戸
別
訪
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

義
務
に
関
す
る
規
定
を
修
正
し
た
草
案
を
八
月
七
日
上
院
に
報
告
し
た
。

　
一
方
、
民
主
党
は
、
連
邦
選
挙
法
案
成
立
阻
止
の
た
め
、
共
和
党
に
対
し
て
強
力
な
分
裂
策
動
を
展
開
し
始
め
た
。

　
第
五
一
国
会
第
一
会
期
の
審
議
日
程
に
お
い
て
、
連
邦
選
挙
法
案
は
他
の
二
つ
の
重
要
法
案
、
す
な
わ
ち
、
　
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
関
税
法
案

寓
。
匿
三
Φ
団
日
蔭
藻
切
　
一
と
銀
貨
鋳
造
法
案
ω
牌
く
興
0
9
舜
σ
q
①
じ
d
筥
と
競
合
関
係
に
あ
っ
た
。
民
主
党
は
こ
れ
を
利
用
し
、
共
和
党
内
の

マ
ッ
キ
ン
レ
ー
関
税
法
案
推
進
者
な
ら
び
に
銀
貨
鋳
造
法
案
推
進
者
と
選
挙
法
案
推
進
者
と
の
間
に
ク
サ
ビ
を
打
ち
込
む
戦
術
に
出
た
。
民
主

党
は
七
月
、
銀
貨
鋳
造
法
案
支
持
派
共
和
党
上
院
議
員
G
。
貯
興
閃
①
℃
¢
亘
ざ
鍵
ω
①
胃
酸
。
誘
と
の
問
に
、
選
挙
法
案
に
反
対
す
る
と
い
う
彼
等

の
言
質
と
ひ
き
か
え
に
、
銀
貨
鋳
造
法
案
を
支
持
す
る
と
い
う
密
約
を
交
し
て
い
た
。

　
八
月
一
二
日
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ィ
ニ
ア
州
…
選
出
共
和
党
上
院
議
員
の
マ
ッ
シ
ュ
…
・
ク
ウ
ェ
イ
は
民
主
党
の
指
導
者
ア
ー
サ
ー
・
P
・
ゴ
ー

マ
ン
等
と
密
か
に
会
談
し
た
の
ち
、
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
関
税
法
案
に
つ
い
て
の
採
決
を
八
月
三
〇
日
に
行
な
い
、
選
挙
法
案
の
審
議
は
一
二
月
か

ら
始
ま
る
第
二
会
期
ま
で
延
期
す
る
と
い
う
決
議
を
、
同
じ
く
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ィ
ニ
ァ
州
選
出
共
和
党
上
院
議
員
の
J
・
D
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
と

　
　
　
　
　
　
⑪

と
も
に
提
出
し
た
。

　
ク
ゥ
ェ
イ
等
が
敢
え
て
民
主
党
と
取
引
し
て
ま
で
、
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
関
税
法
案
を
優
先
さ
せ
、
選
挙
法
案
の
審
議
を
延
期
さ
せ
た
意
図
は
何

か
。
彼
等
は
、
そ
の
唯
一
の
目
的
は
ア
メ
リ
カ
産
業
を
守
る
た
め
で
あ
り
、
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
関
税
法
は
「
早
急
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

挙
法
案
は
猶
予
し
う
る
」
、
と
弁
明
し
た
。
た
し
か
に
、
彼
等
の
背
後
に
は
、
一
八
八
八
年
の
選
挙
に
お
い
て
三
〇
万
ド
ル
を
献
金
し
た
フ
ィ
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ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
製
造
業
者
ク
ラ
ブ
の
会
長
ト
ー
マ
ス
・
ド
ー
ラ
ン
等
の
、
保
護
関
税
法
の
迅
速
な
成
立
を
求
め
る
強
い
圧
力
が
あ
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
彼
等
の
背
後
に
は
、
選
挙
法
案
が
南
北
経
済
関
係
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
恐
れ
、
そ
の
成
立
を
阻
止

せ
ん
と
す
る
北
部
実
業
人
の
強
い
圧
力
も
ま
た
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
彼
等
は
、
著
名
で
富
裕
な
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア

の
共
和
党
実
業
人
ハ
ミ
ル
ト
ン
・
デ
ィ
ス
ト
ソ
等
の
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ィ
ニ
ア
の
南
部
関
係
実
業
人
の
影
響
を
強
く
う
け
て
い
た
。
デ
ィ
ス
ト
ン

等
は
フ
ロ
リ
ダ
に
土
地
を
は
じ
め
莫
大
な
諸
利
権
を
も
っ
て
お
り
、
選
挙
法
案
が
南
北
聞
の
商
業
関
係
を
殿
損
し
、
南
部
の
資
産
価
値
を
低
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
こ
と
を
恐
れ
、
同
法
案
の
成
立
を
阻
止
す
る
よ
う
度
々
ク
ウ
ェ
イ
に
要
請
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
み
る
時
、
ク
ウ
ェ
イ
等
の
行
動
に
は
二
つ
の
狙
い
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
よ
う
。
一
つ
は
、
高
率
関
税
法
の
早
期
成
立
で

あ
り
、
今
一
つ
は
南
北
経
済
関
係
を
殼
損
す
る
恐
れ
の
あ
る
選
挙
法
案
の
抹
殺
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
共
和
党
の
南
部
対
策
の
一
路

線
で
あ
る
南
部
保
護
関
税
派
結
集
路
線
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
紙
翼
。
ぞ
く
○
美
§
ミ
題
が
、

ク
ウ
ェ
イ
決
議
の
黒
幕
を
「
関
税
路
線
」
の
領
袖
ブ
レ
ー
ン
と
そ
の
後
援
者
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ラ
フ
リ
ソ
製
鋼
会
社
｝
自
霧
卿
ピ
雪
α
q
寓
ヨ

ω
言
巴
0
9
社
長
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
F
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
で
あ
る
と
し
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
ク
ウ
ェ
イ
決
議
提
出
の
数
日
後
開
か
れ
た
共
和
党
上
院
コ
ー
カ
ス
（
幹
部
会
）
で
は
実
業
利
益
の
強
い
圧
力
が
反
映
し
、
意
外
に
も
一
八
対

一
七
で
ク
ウ
ェ
イ
決
議
が
支
持
さ
れ
た
。
同
決
議
支
持
者
一
八
名
は
実
業
界
の
意
向
を
反
映
し
た
「
関
税
派
」
議
員
と
七
月
の
民
主
党
と
の
密

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

約
を
果
そ
う
と
す
る
銀
支
持
派
議
員
か
ら
な
っ
て
い
た
。
コ
ー
カ
ス
は
結
局
ク
ウ
ェ
イ
決
議
を
う
け
い
れ
ざ
る
を
え
ず
、
第
二
会
期
に
お
い
て

は
、
選
挙
法
案
に
絶
対
的
先
議
権
を
与
え
る
こ
と
に
同
意
す
る
と
い
う
共
和
党
上
院
議
員
金
員
一
一
人
を
除
く
～
の
署
名
入
り
誓
約
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
に
、
選
挙
法
案
は
一
二
月
ま
で
審
議
延
期
と
決
ま
っ
た
。
　
「
解
放
奴
隷
の
憲
法
上
の
諸
権
利
を
犠
牲
に
し
て
平
和
と
調
和
を
促
進
す
る
う
え

で
、
関
税
は
（
一
八
七
七
年
の
妥
協
の
時
の
）
鉄
道
へ
の
連
邦
補
助
金
の
役
割
を
果
し
た
」
、
と
い
う
黒
人
史
家
レ
イ
フ
ォ
ー
ド
・
ロ
ー
ガ
ン

の
指
摘
は
そ
の
ま
ま
ク
ウ
ェ
イ
決
議
問
題
の
総
括
と
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
＝
一
月
一
B
、
第
五
一
国
会
第
二
会
期
が
始
ま
っ
た
。
ハ
リ
ソ
ソ
は
こ
れ
が
連
邦
選
挙
法
案
成
立
の
最
後
の
機
会
と
み
て
、
第
二
回
年
次
教
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書
の
中
で
、
「
・
市
民
に
彼
の
憲
法
上
の
諸
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
す
べ
て
の
法
律
を
力
強
く
施
行
し
、
こ
の
よ
う
な
法
律
の
不
十
分

な
点
を
早
急
に
補
修
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
以
外
に
私
に
は
何
ら
の
選
択
も
残
さ
れ
て
い
な
い
」
、
と
強
く
選
挙
法
案
の
成
立
を
訴
え
た
。

　
一
二
月
七
日
い
よ
い
よ
上
院
本
会
議
に
お
い
て
連
邦
選
挙
法
案
の
審
議
が
始
ま
っ
た
。
上
院
で
の
討
論
は
下
院
で
の
そ
れ
に
劣
ら
ず
激
し
い

も
の
で
あ
っ
た
。
南
部
民
主
党
議
員
は
ま
た
し
て
も
白
人
優
越
論
と
南
北
経
済
関
係
の
悪
化
の
危
険
性
を
説
い
た
。
共
和
党
側
に
も
銀
支
持
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

議
員
の
よ
う
に
南
部
へ
の
同
情
論
を
述
べ
、
選
挙
法
案
に
反
対
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

　
第
二
会
期
に
お
い
て
は
、
共
和
党
内
の
選
挙
法
案
反
対
の
主
導
権
は
西
部
の
銀
支
持
派
議
員
の
手
に
あ
っ
た
。
彼
等
は
七
月
に
成
立
し
た
シ

ャ
ー
マ
ン
銀
購
入
法
ω
け
費
芋
窪
G
Q
重
く
窪
℃
霞
。
匿
の
①
》
。
什
に
満
足
せ
ず
、
さ
ら
に
多
く
の
銀
購
入
を
法
益
化
す
る
た
め
、
第
一
会
期
と
同
様
、

民
主
党
と
取
引
す
る
用
意
を
も
っ
て
い
た
。
　
一
工
月
四
二
、
彼
等
は
W
・
M
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
を
提
案
者
と
し
て
自
由
銀
貨
鋳
造
法
案
蛸
器
。

ω
穿
窪
O
o
一
決
σ
Q
Φ
切
割
を
提
出
し
た
。
明
け
て
一
八
九
一
年
一
月
五
日
、
銀
支
持
派
共
和
党
議
員
と
民
主
党
と
の
間
に
ま
た
も
取
引
が
な
さ

れ
た
。
同
日
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
民
主
党
の
ゴ
ー
マ
ン
と
協
議
し
た
の
ち
、
上
院
処
理
予
定
事
項
表
ω
魯
暮
①
α
○
。
八
二
め
上
で
連
邦
選
挙
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

案
と
自
由
銀
貨
鋳
造
法
案
と
を
入
れ
か
え
、
後
者
を
優
先
さ
せ
前
者
を
後
回
し
に
す
る
動
議
を
提
出
し
た
。
同
動
議
は
三
四
対
二
九
で
採
択
さ
臼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

れ
た
。
賛
成
三
四
票
中
八
票
が
銀
支
持
派
共
和
党
議
員
に
よ
っ
て
投
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
距
。
彼
等
は
前
年
八
月
の
、
選
挙
法
案
に
絶
対
的

先
議
権
を
与
え
る
と
い
う
誓
約
を
公
然
と
破
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
先
議
権
を
剥
奪
さ
れ
た
こ
と
は
選
挙
法
案
成
立
に
と
っ
て
致
命
的
な
痛
手
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
　
「
何
ケ
月
間
も
選
挙
委
員
会
を
煩
わ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
苦
労
を
台
無
し
に
す
る
の
に
も
の
の
十
分
と
か
か
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
選
挙
法
案
は
ま
だ
死
滅
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
月
一
四
日
、
銀
法
案
可
決
の
の
ち
、
ホ
ー
ア
は
選
挙
法
案
再
審
動
議
を
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

出
し
た
。
票
決
は
三
四
対
三
四
の
同
数
と
な
り
、
副
議
長
L
・
P
・
モ
ー
ト
ン
の
養
成
を
加
え
て
辛
う
じ
て
採
択
さ
れ
た
。
会
期
は
ま
だ
六
週

間
残
さ
れ
て
お
り
、
選
挙
法
案
成
立
の
～
縷
の
望
み
は
あ
っ
た
。
・
し
か
し
、
一
月
二
二
日
．
銀
支
持
派
共
和
党
議
員
の
E
・
O
・
ウ
ォ
ル
コ
ツ

ト
は
下
院
議
員
数
割
当
法
案
》
唱
。
同
菖
○
昌
ヨ
。
廻
国
ぱ
審
議
決
議
を
提
出
し
た
。
同
決
議
は
明
ら
か
に
選
挙
法
案
の
審
議
を
さ
ら
に
引
延
ば
し
、
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同
法
案
を
会
期
切
れ
廃
案
に
追
い
込
む
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
り
、
銀
支
持
派
共
和
党
議
員
が
一
月
五
日
の
民
主
党
と
の
密
約
の
債
務
を
返

そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
決
議
は
三
五
対
三
四
で
採
択
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
連
邦
選
挙
法
案
は
第
五
一
国
会
に
お
い
て
廃
案
を
余
儀

な
く
さ
れ
、
抹
殺
さ
れ
た
。

　
第
五
一
国
会
で
の
連
邦
選
挙
法
案
審
議
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
共
和
党
内
の
南
部
対
策
に
つ
い
て
の
一
派
で
あ
り
、
実
業
利

益
の
意
向
を
代
弁
し
た
南
部
保
護
関
税
派
結
集
路
線
支
持
派
と
、
地
域
利
益
の
追
求
の
み
を
旨
と
す
る
銀
支
持
派
共
和
党
議
員
が
、
共
に
自
ら

の
利
益
を
貫
徹
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
政
敵
再
主
党
と
結
び
、
つ
い
に
、
名
目
的
に
せ
よ
黒
人
選
挙
権
擁
護
を
謳
う
連
邦
選
挙
法
案
を
抹
殺

し
た
と
い
う
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。

　
4
　
そ
　
　
の
　
　
後

　
第
五
一
国
会
に
お
け
る
連
邦
選
挙
法
案
の
敗
北
の
の
ち
、
共
和
党
政
治
家
の
南
部
黒
人
問
題
に
対
す
る
毒
心
は
急
速
に
冷
却
化
し
た
。

　
こ
の
冷
却
化
の
傾
向
は
、
一
八
九
一
年
一
二
月
の
ハ
リ
ソ
ン
大
統
領
の
第
三
回
年
次
教
書
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
連
邦
選
挙
法
改
正
へ
の
勧
告
を
撤
回
し
、
代
り
に
選
挙
制
度
に
つ
い
て
の
超
党
派
委
員
会
の
設
置
を
提
起
し
た
。
そ
の
の
ち
、
彼
は
、
　
「
わ

が
国
民
は
、
選
挙
の
自
由
と
平
等
な
被
代
議
権
を
、
法
と
行
政
者
へ
の
彼
等
の
忠
誠
の
代
償
で
あ
る
と
は
思
わ
な
く
な
っ
て
い
る
、
な
ど
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

う
錯
覚
を
我
々
は
も
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
問
わ
ず
語
り
に
、
彼
の
背
後
の
共
和
党
政
治
家
た
ち
の
間
に
、
す
で
に

選
挙
の
自
由
の
た
め
の
戦
い
を
放
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
一
般
的
合
意
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

　
一
八
九
二
年
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
は
、
逆
に
民
主
党
が
選
挙
法
案
へ
の
恐
怖
を
煽
る
戦
術
に
出
た
。
こ
れ
に
対
し
、
共
和
党
候
補
バ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ソ
ン
は
じ
め
共
和
党
有
力
政
治
家
た
ち
は
こ
の
問
題
を
回
避
す
る
態
度
を
と
っ
た
。
ロ
ッ
ジ
や
り
ー
ド
も
今
は
沈
黙
し
て
い
た
。

　
一
八
九
三
年
四
月
、
ス
プ
ー
ナ
ー
は
ク
ラ
ー
ク
ソ
ン
へ
の
手
紙
の
中
で
次
の
よ
う
に
嘆
息
し
て
い
る
。
　
「
真
正
な
投
票
と
か
、
市
民
権
の
保

持
と
か
、
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ
ン
カ
ー
ン
の
黒
人
へ
の
誓
約
の
尊
重
と
か
い
っ
た
こ
と
へ
の
合
衆
国
共
和
党
員
達
の
関
心
は
、
す
で
に
死
ん
で

し
ま
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
我
々
が
覚
鯉
さ
せ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
深
く
眠
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
」
、
と
。
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①
従
来
よ
り
連
邦
選
挙
法
は
存
在
し
て
は
い
た
が
、
実
際
の
選
挙
管
理
は
州
当
局

　
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
新
た
に
提
起
さ
れ
た
運
多
選
挙
法
案
は
連
邦
下
院
議
員
の

　
選
挙
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
選
挙
は
大
統
領
選
挙
と
岡
時

　
に
行
わ
れ
る
の
で
、
一
…
つ
の
選
挙
を
管
理
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

②
　
胃
圃
魯
p
a
ω
o
登
§
鈎
薦
跨
§
ミ
℃
喬
辱
ミ
恥
駄
簿
鴨
、
鳶
鴇
§
ミ
勲
！
δ
ド
×
H
押

　
℃
』
畠
ド

③
国
凶
H
鴇
ω
。
戸
愚
・
ミ
・
も
』
O
刈
・
「
強
制
法
案
扁
両
臼
8
げ
田
と
い
う
呼
称
は
主

　
に
連
邦
選
挙
法
案
へ
の
反
対
者
た
ち
か
ら
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
同
法
案
は
提
案
者

　
の
名
前
を
と
っ
て
「
ロ
ッ
ジ
法
案
」
い
。
山
σ
Q
①
げ
三
と
も
呼
ば
れ
た
。
以
下
、
単

　
に
「
選
挙
法
案
」
と
略
す
こ
と
も
あ
る
。
な
お
、
ニ
ュ
ー
ヨ
…
ク
・
エ
イ
ジ
紙
は
、

　
熱
烈
に
選
挙
法
案
を
支
持
し
て
い
た
。

④
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
0
8
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①
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§
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絨
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1
遣
q
9
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①
8
℃
℃
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b
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b
。
刈
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c
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．
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ω
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℃
や
N
8
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⑥
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⑦
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．
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菖
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．
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．
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．
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＞
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．
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＄
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沁
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．
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押
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く
．
　
一
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嘲
）
唖
℃
．
①
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U
①
ω
雪
伴
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唱
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⑳
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⑳
U
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σ
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磐
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§
・
ミ
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①
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⑳
　
討
論
の
詳
細
は
紙
数
の
制
約
上
割
愛
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
白
人
優
越
論
と
し

　
て
は
、
　
臼
・
卵
口
⑦
旨
℃
匿
匿
ρ
ω
．
O
し
　
の
発
言
G
9
曝
腰
騎
紙
§
畠
N
謁
魯
ミ
3
竃

　
O
o
鵠
σ
q
．
層
ド
ω
＄
F
や
℃
．
①
締
b
。
1
0
繍
発
共
和
党
側
か
ら
の
選
挙
法
案
反
対
論
に
つ

　
い
て
は
、
頃
・
U
，
O
o
δ
旨
霞
昌
（
U
9
．
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の
発
言
き
裁
’
℃
や
①
ミ
悼
占
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閣
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叶
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．
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発
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①
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①
り
b
⊃
．
な
ど
。

⑱
ミ
乱
こ
電
ふ
逡
O
よ
㊤
禽
．
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℃
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①
ド
O
o
昌
σ
q
■
b
⊃
ω
Φ
ω
ω
‘
℃
や

　
b
っ
さ
⊃
1
卜
σ
①
。

⑳
田
錺
冨
8
「
。
》
ミ
■
も
』
凹
ゆ
．

⑪
　
♂
ミ
．
噛
や
b
。
b
o
ρ
U
o
σ
q
四
P
o
賢
竃
野
℃
や
留
1
①
①
旧
U
Φ
Q
Q
p
コ
戯
ω
噛
。
》
鼠
卦
や

　
b
o
O
Q
。
嚇
0
9
茜
鳶
跨
ご
起
ミ
笥
馬
8
ミ
’
黛
O
o
鵠
σ
q
‘
目
。
。
⑦
ω
ω
こ
や
◎
。
幽
霧
マ

⑫
　
U
o
u
り
ρ
暮
訪
嘲
。
賢
亀
燥
己
や
b
o
O
O
。
引
出
呼
ω
ゴ
。
。
o
戸
。
》
気
落
や
ト
⊃
純
9

⑬
　
国
貯
ω
ゴ
切
。
戸
。
特
亀
馬
．
噂
℃
℃
圏
圏
①
1
誌
刈
脚
U
Φ
Q
D
騨
鵠
凱
ω
嚇
。
特
．
偽
騨
℃
や
ト
0
8
■

⑭
　
瓢
旨
。
。
げ
切
。
詳
。
憾
．
職
牒
．
噂
喝
℃
・
b
⊃
培
－
昏
二
鱒
。
◎
9

⑯
　
♂
暁
劉
や
爲
G
◎
¶

（390）118



再建後共和党の南部対策（横山）
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．
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．
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反
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⑳
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霧
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8
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お
ト
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♂
ミ
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℃
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ミ
ω
。
。
占
設
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⑯
⑰
　
裂
。
匿
a
。
。
9
ピ
。
》
ミ
．
噂
や
ま
ま

㊥
　
鱗
一
邑
あ
。
野
§
・
ミ
こ
℃
喝
■
b
。
。
。
。
。
1
二
目
旧
U
Φ
ω
零
鉱
ω
噛
§
．
ミ
こ
℃
や
ト
。
ω
ゲ
器
P

⑲
　
無
謬
ω
訂
o
P
愚
．
ミ
‘
や
b
⊃
島
嚇
Ω
碧
峯
¢
噛
。
》
ミ
こ
℃
■
旨
H

⑳
　
鵠
冒
ω
｝
あ
。
戸
§
」
轟
‘
℃
．
卜
。
お
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
「
ロ
ッ
ジ
法
案
は
「
八
七
七
年
以
来
の
い
か
な
る
連
邦
法
案
以
上
に
南
部
に
驚
き
と
興
奮
を
よ
び
お
こ
し
た
。
」
た
と
え
ば
、
リ
ッ
チ
モ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ド
・
デ
ィ
ス
パ
ッ
チ
紙
図
8
げ
旨
○
巳
U
艶
々
ミ
ミ
は
、
　
皿
、
こ
の
二
〇
年
間
、
公
衆
の
心
が
か
く
も
か
き
乱
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
」
、
と
報
じ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
の
あ
る
新
聞
も
、
　
「
南
部
は
一
つ
の
再
建
に
直
面
し
て
い
る
」
、
と
論
評
し
た
。
　
こ
の
よ
う
に
南
部
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た

連
邦
選
挙
法
案
は
、
二
つ
の
コ
ー
ス
を
通
じ
て
南
部
黒
人
に
未
曾
有
の
反
動
を
も
た
ら
せ
た
。

　
第
一
に
、
選
挙
法
案
は
間
接
的
に
黒
人
へ
の
反
動
を
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
法
案
は
南
部
白
人
の
聞
に
、
再
建
の
再
来
、
「
黒
人
に
よ

る
支
配
」
翼
φ
σ
q
吋
。
村
巳
。
の
復
活
の
恐
怖
を
よ
び
お
こ
し
、
白
人
優
越
宅
臨
8
。
。
毛
自
営
9
0
《
の
叫
び
と
白
人
の
結
束
≦
ぼ
8
ω
o
嵩
α
錠
搾
団
を

も
た
ら
し
た
。
た
と
え
ば
、
あ
る
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
の
民
主
党
員
は
、
　
「
そ
の
（
選
挙
法
案
の
）
効
果
は
色
に
よ
る
区
別
を
一
層
厳
し
く
し
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

南
部
を
よ
り
強
固
に
結
束
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
」
、
と
言
っ
た
。
事
実
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
は
、
共
和
党
魏
黒
人
に
対
し
て
白
人
は
結
束
せ
よ
と

い
う
民
主
党
の
呼
び
か
け
の
た
め
に
、
選
挙
法
案
に
賛
成
し
た
共
和
党
連
邦
下
院
議
員
は
不
興
を
か
い
、
一
八
九
〇
年
の
選
挙
で
は
す
べ
て
の
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⑤

選
挙
区
で
民
主
党
に
敗
れ
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
。

　
b
か
し
、
共
和
党
へ
の
支
持
の
減
少
以
上
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
選
挙
法
案
が
白
人
優
越
の
叫
び
と
白
人
の
結
束
を
喚
起
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
白
人
内
部
で
の
階
級
分
裂
を
抑
止
し
、
第
三
党
運
動
の
進
展
を
妨
げ
た
点
で
あ
る
。
実
際
、
あ
る
畏
主
薫
紙
は
こ
う
述
懐
し
た
。
　
「
強
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

法
案
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
南
部
は
新
政
党
の
う
ち
の
あ
る
も
の
の
訴
え
に
耳
を
か
し
て
い
た
か
も
し
れ
ぬ
」
、
と
。
現
に
選
挙
法

案
は
、
当
時
漸
次
階
級
闘
争
的
色
彩
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
農
民
同
盟
司
彗
星
鍵
”
ω
諺
田
窪
8
に
大
き
な
動
揺
を
与
え
た
。
南
部
の
同
盟
員
達

は
、
　
「
黒
人
に
よ
る
支
配
」
と
い
う
民
主
党
の
「
た
わ
言
」
を
嘱
零
し
て
は
い
た
が
、
も
し
彼
等
が
「
黒
人
に
よ
る
支
配
」
な
り
強
制
法
案

な
り
に
曖
昧
な
態
度
を
示
す
な
ら
ば
、
白
人
大
衆
の
支
持
を
失
う
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
知
悉
し
て
い
た
。
　
こ
の
た
め
、
た
と
え
ば
、
　
一
八

九
〇
年
一
二
月
、
フ
ロ
リ
ダ
州
オ
カ
ラ
で
開
か
れ
た
全
国
農
民
同
盟
国
耳
環
。
⇔
巴
同
貧
ヨ
鶏
の
、
諺
屋
霞
8
の
大
会
は
、
南
部
同
盟
ω
o
煽
夢
Φ
讐

と
属
窪
8
の
強
い
要
請
に
よ
り
、
選
挙
法
案
へ
の
抗
議
を
採
択
し
た
。
　
一
方
、
同
時
に
同
じ
オ
カ
ラ
で
開
か
れ
て
い
た
黒
人
農
民
同
盟
O
o
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ざ
器
◎
蜀
二
重
Φ
窃
、
≧
一
宙
ρ
8
の
大
会
は
選
挙
法
案
支
持
の
決
議
を
あ
げ
、
そ
の
後
、
両
者
の
間
に
選
挙
法
案
を
め
ぐ
る
論
争
が
起
こ
っ
た
。
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

部
同
盟
は
本
来
黒
人
農
民
を
も
同
じ
立
場
に
あ
る
も
の
、
同
じ
階
級
と
し
て
捉
え
、
黒
人
へ
の
対
応
も
寛
容
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
選

挙
法
案
に
つ
い
て
は
反
対
の
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
い
か
に
、
選
挙
法
案
が
南
部
白
人
を
反
黒
人
の
点
で
結
束
さ

せ
て
い
た
か
、
そ
し
て
農
民
同
盟
す
ら
こ
れ
に
追
従
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
大
会
に
参
加
し
た
カ
ン
サ
ス
同
盟
閑
窪
ω
霧
と
飽
き
o
o
の
会
長
は
深
く
失
望
し
て
帰
郷
し
た
。
　
「
南
部
に
お
け
る
ロ
ッ
ジ
法
案
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

す
る
煽
動
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
独
立
的
政
治
運
動
の
可
能
性
を
妨
げ
て
い
る
」
、
と
彼
は
嘆
い
た
。
北
部
同
盟
頃
。
目
離
5
讐
》
已
き
8
は

黒
人
を
も
そ
の
組
織
に
迎
え
入
れ
て
い
た
。
彼
等
か
ら
み
れ
ば
、
人
種
問
題
の
煽
動
の
前
に
は
、
真
の
階
級
的
団
結
さ
え
放
棄
し
が
ち
な
南
部

同
盟
の
弱
さ
が
歯
痒
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
こ
に
選
挙
法
案
は
農
民
同
盟
内
部
に
お
け
る
地
域
間
の
翻
齢
す
ら
も
た
ら
す
と
い
う
効
果
ま

で
生
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
　
「
北
東
部
は
、
保
守
的
爾
部
に
、
入
舞
間
の
障
壁
を
の
り
こ
え
て
の
勤
労
階
級
の
合
同
に
備
え
て
、
こ
れ
以
上
の
保

障
は
与
え
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ロ
ッ
ジ
は
、
人
種
政
策
に
関
し
て
南
部
と
西
部
を
切
断
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
地
域
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再建後共和党の南部対策（横山）

が
自
ら
の
地
域
に
対
し
て
同
盟
す
る
こ
と
を
妨
害
す
る
点
で
、
W
・
L
・
ギ
ャ
リ
ソ
ン
や
C
・
サ
ム
ナ
ー
の
よ
う
な
先
輩
の
轍
を
踏
ん
だ
の
で

あ
・
蟄
・
と
い
う
ウ
・
ド
ワ
言
ド
の
指
摘
は
・
選
挙
法
案
が
・
意
図
的
に
せ
よ
・
無
意
図
的
に
せ
よ
・
と
も
か
籍
果
に
お
い
て
・
廉
階

級
闘
争
に
お
け
る
人
種
間
の
連
帯
と
、
全
国
階
級
闘
争
に
お
け
る
地
域
間
の
連
帯
を
妨
げ
た
点
を
つ
き
え
て
妙
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
選
挙
法
案
は
、
あ
ら
た
め
て
、
南
部
階
級
闘
争
に
と
っ
て
の
大
き
な
困
難
で
あ
る
黒
人
問
題
の
存
在
を
浮
か
び
あ
が

ら
せ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
困
難
に
直
面
し
て
、
南
部
の
農
民
同
盟
や
人
民
党
の
指
導
老
の
中
か
ら
、
南
部
に
お
い
て
階
級
対
立
を

鮮
明
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
障
害
で
あ
る
黒
人
を
政
治
的
に
抹
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
黒
人
の
選
挙
権
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

決
問
題
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
噴
出
し
て
く
る
。
こ
こ
に
、
黒
人
と
白
人
農
民
の
連
帯
を
恐
れ
る
南
部
民
主
党
と
彼
等
農
民
運
動
の
指
導
者
と

の
間
に
、
州
憲
法
改
訂
o
o
口
ω
鉱
旨
旨
。
巨
鯨
㊤
ヨ
①
β
◎
ヨ
①
暮
に
よ
る
黒
人
選
挙
権
剥
奪
冥
①
σ
q
塊
。
象
。
。
坤
騨
昌
。
ぼ
。
・
Φ
日
Φ
暮
に
関
し
て
合
意
が
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

さ
れ
、
一
八
九
〇
年
代
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
に
か
け
て
多
く
の
州
で
そ
れ
が
実
行
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
意
味
で
選
挙
法
案
は
黒
人
選
挙
権
剥
奪

へ
向
け
て
一
つ
の
道
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
に
、
選
挙
法
案
は
黒
人
へ
の
反
動
に
よ
り
直
接
的
関
わ
り
を
も
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
を
例
に
と
れ
ば
、
同
州
に
お
い
で

は
、
一
八
八
八
年
に
共
和
党
が
連
邦
の
行
政
・
立
法
論
権
力
を
握
っ
た
た
め
、
黒
人
の
動
き
が
活
発
化
し
、
白
人
の
側
に
危
機
意
識
が
生
じ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
が
、
選
挙
法
案
の
提
出
を
機
に
黒
人
選
挙
権
剥
奪
に
つ
い
て
白
人
間
に
合
意
が
成
立
し
た
。
注
圏
す
べ
き
は
こ
れ
を
裏
づ
け
た
論
理
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

そ
れ
は
、
連
邦
選
挙
法
に
よ
る
選
挙
管
理
の
脅
威
に
直
面
し
て
、
こ
れ
ま
で
黒
人
の
選
挙
権
を
実
質
的
に
剥
奪
す
る
た
め
に
用
い
て
き
た
非
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
し
　
　
も

法
的
方
法
を
、
連
邦
の
介
入
に
も
耐
え
う
る
合
法
的
方
法
、
す
な
わ
ち
州
憲
法
改
訂
に
よ
る
黒
人
選
挙
権
剥
奪
に
切
り
換
え
る
べ
し
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ク
ラ
リ
オ
ン
・
レ
ッ
ジ
ャ
一
紙
冒
。
厨
。
口
G
ミ
ミ
寒
卜
馬
禽
ミ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
　
「
た
と
え
現

在
国
会
で
懸
案
に
な
っ
て
い
る
強
綱
法
案
が
成
立
し
た
に
せ
よ
、
　
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
は
、
　
ま
も
な
く
召
集
さ
れ
る
憲
法
会
議
o
O
昌
ω
氏
叶
¢
賦
○
旨
鉱

。
§
く
①
纂
δ
嵩
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
無
力
化
し
、
そ
れ
か
ら
そ
の
悪
し
き
力
の
多
く
を
抜
き
と
る
べ
く
選
挙
制
度
に
定
限
を
加
え
う
る
。
こ
の

こ
と
は
直
下
に
と
っ
て
幸
い
な
こ
と
で
あ
る
。
他
の
南
部
豊
州
は
こ
れ
程
好
都
合
な
状
況
に
は
な
い
が
、
も
し
（
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
に
よ
っ
て
）
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採
用
さ
れ
た
方
法
が
悪
に
対
処
す
る
の
に
十
分
巻
効
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
な
ら
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
…
が
示
し
た
例
は
他
州
に
よ
っ
て
見
習
わ
れ

　
⑭

よ
う
」
、
と
。
そ
の
後
の
歴
史
的
経
過
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
の
方
法
が
他
の
南
部
諸
州
に
よ
っ
て
見
習
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て

　
⑮

い
る
。

　
以
上
、
連
邦
選
挙
法
案
は
南
部
黒
人
へ
二
つ
の
コ
ー
ス
を
通
じ
て
大
き
な
反
動
を
も
た
ら
し
た
。
一
つ
は
南
部
白
人
の
結
束
と
そ
れ
か
ら
生

ず
る
階
級
闘
争
の
困
難
性
、
そ
の
中
で
の
、
州
憲
法
改
訂
に
よ
る
黒
人
選
挙
権
剥
奪
に
つ
い
て
の
白
人
問
で
の
合
意
で
あ
る
。
今
一
つ
は
、
連

邦
の
介
入
に
対
処
す
る
た
め
の
、
州
憲
法
改
訂
に
よ
る
黒
人
選
挙
権
剥
奪
論
の
形
成
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
は
、
前
者
は
間
接
的
に
、

後
者
は
直
接
的
に
、
と
も
に
、
州
憲
法
改
訂
に
よ
る
黒
人
選
挙
権
剥
奪
と
い
う
大
反
動
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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①
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ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
最
高
指
導
者
の
一
人
ト
ム
・
ワ
ト
ソ
ン
は

　
一
九
〇
六
年
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。
　
「
黒
人
票
の
恐
怖
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
か
ぎ

　
り
、
白
人
は
決
し
て
反
乱
を
お
こ
し
は
し
な
い
」
、
「
黒
人
に
よ
る
支
配
と
い
う
幽

　
霊
げ
信
α
q
㊤
σ
o
o
」
が
除
去
さ
れ
て
こ
そ
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「
す
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の
白
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投
票
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す
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ノ
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カ
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ポ
ピ
ュ
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ス
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指
導
者
の
一
人
甫
’
団
・
フ
ァ
ウ
ソ
テ
ィ
ン
も
｝
八
九

　
八
年
こ
う
の
べ
て
い
る
。
「
黒
人
は
…
…
無
知
な
白
人
を
お
ど
し
、
そ
う
す
る
こ
と

　
に
よ
っ
て
白
人
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結
束
さ
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、
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主
党
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マ
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三
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主
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に
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て
維
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き
た
の
だ
と
私
は
固
く
信
じ
て
い
る
。
も
し
斑
主
党
が
首

　
尾
よ
く
議
会
を
制
し
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な
ら
ば
、
彼
等
に
、
テ
ィ
ル
マ
ン
が
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ

　
ナ
で
や
っ
た
よ
う
に
、
黒
人
選
挙
権
の
剥
奪
を
強
い
る
と
い
っ
た
や
り
方
で
、
白

　
人
の
理
念
を
強
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が
今
や
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ず
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」
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と
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⑮
な
お
、
黒
人
選
挙
権
剥
奪
の
原
囲
と
し
て
連
邦
介
入
の
脅
威
を
あ
げ
て
い
る
見

　
解
と
し
て
は
、
く
■
ρ
囚
①
ざ
冒
■
・
の
。
ミ
壽
ミ
“
い
℃
ミ
ミ
題
§
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、
ミ
鴨
§
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再建後共和党の南部対策（横山）

八
　
む

す

び

　
以
上
の
展
開
で
、
共
和
党
が
再
建
以
後
も
、
強
力
な
南
部
共
和
党
を
建
設
す
る
た
め
、
一
貫
し
て
精
力
的
な
努
力
を
払
っ
て
き
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
南
部
対
策
に
は
大
別
し
て
二
つ
の
路
線
が
存
在
し
た
。
一
つ
は
、
実
業
界
の
意
向
を
そ
の

ま
ま
反
映
し
、
保
護
関
税
を
結
節
環
と
し
て
南
部
産
業
家
学
を
結
集
す
る
路
線
、
す
な
わ
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党
と
し
て
の
南
部
共
禰
党
の
確
立

構
想
で
あ
っ
た
。
今
一
つ
は
、
南
部
黒
人
共
挙
党
票
の
解
放
に
よ
る
南
部
共
和
党
編
成
路
線
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
路
線

は
そ
の
方
法
こ
そ
違
え
、
究
極
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
完
金
に
一
致
し
て
い
た
。
そ
の
双
方
が
圏
指
し
た
も
の
は
、
強
力
な
南
部
共
和
党
の
建

設
を
バ
ネ
と
し
て
、
共
和
党
を
真
の
意
味
で
の
金
国
政
党
と
し
、
そ
の
安
定
支
配
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
、

共
和
党
は
、
成
立
し
つ
つ
あ
る
独
占
資
本
の
「
保
線
隊
」
と
し
て
、
そ
の
党
是
と
も
い
う
べ
き
保
護
関
税
政
策
等
を
持
続
的
に
遂
行
し
え
た
の

で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
政
策
理
念
の
中
で
は
、
南
部
黒
人
は
、
た
と
え
注
意
を
向
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
真
に
そ
の
諸
権
利
の
擁
護
を
顧
み
ら
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
単
に
そ
の
票
の
み
を
求
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
明
白
で
あ
る
。

　
ハ
リ
ソ
ン
政
権
期
共
和
党
は
、
そ
の
南
部
対
策
と
し
て
、
は
じ
め
南
都
保
護
関
税
派
結
集
路
線
を
と
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
挫
折
す
る
や
直

ち
に
黒
人
選
挙
権
擁
護
路
線
へ
と
「
大
転
換
」
し
、
連
邦
選
挙
法
案
を
提
出
し
、
そ
の
成
立
を
期
し
た
。
こ
の
「
大
転
換
」
に
も
本
質
的
に
は
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な
ん
ら
矛
盾
は
な
か
っ
た
こ
と
は
欝
う
ま
で
も
な
い
。
国
会
審
議
の
中
で
同
法
案
は
、
な
お
実
業
界
の
意
向
に
全
面
的
に
忠
実
な
「
関
税
派
」

と
、
個
別
地
域
利
害
の
た
め
に
は
党
利
党
略
と
し
て
の
黒
人
選
挙
権
問
題
に
す
ら
背
を
向
け
る
ほ
ど
黒
人
問
題
に
冷
淡
な
一
い
わ
ば
共
和

党
内
に
根
深
く
潜
む
黒
人
へ
の
冷
淡
さ
を
象
徴
す
る
一
1
銀
支
持
派
共
和
党
上
院
議
員
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ま
で

の
共
和
党
の
南
部
対
策
に
お
け
る
二
路
線
競
合
の
脈
絡
の
中
で
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
関
税
路
線
」
－
実
業
路
線
の
勝
利
で
あ
っ
た
。

　
連
邦
選
挙
法
案
の
敗
北
後
、
共
和
党
は
黒
人
選
挙
権
の
擁
護
を
全
く
放
棄
す
る
と
と
も
に
、
南
部
政
治
問
題
か
ら
も
後
退
し
は
じ
め
た
。
そ

れ
に
伴
な
い
、
南
部
共
和
党
は
一
握
り
の
「
白
人
共
和
党
」
亀
卜
づ
、
三
8
口
①
彪
三
一
。
9
⇔
℃
白
蔓
へ
の
傾
斜
を
深
め
て
い
く
。
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ク
・
タ
イ
ム
ズ
紙
が
、
選
挙
法
案
の
敗
北
に
歓
喜
し
て
叫
ん
だ
よ
う
に
、
こ
の
敗
北
は
＝
つ
の
時
代
の
終
焉
」
を
つ
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

　
　
　
し
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
点
、
共
和
党
に
と
っ
て
は
、
一
八
七
七
年
が
い
わ
ば
南
都
か
ら
の
軍
事
的
撤
退
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
八
九
一
年
は
真
の
意
味
で
の
南
部

か
ら
の
政
治
的
撤
退
で
あ
っ
た
と
は
い
え
ま
い
か
。

　
そ
の
後
、
南
北
宥
和
は
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
、
　
一
八
九
五
年
の
ブ
ッ
カ
ー
・
T
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
ア
小
ラ
ン
タ
の
妥
協
」
跨
中

冨
暮
ρ
O
o
ヨ
鷲
○
ヨ
δ
Φ
、
米
西
戦
争
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
－
逆
に
い
え
ば
、
　
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
克
服
t
を
通
じ
て
最
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

潮
に
達
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
皮
肉
に
も
、
ロ
ッ
ジ
は
、
　
「
全
く
無
意
識
の
う
ち
に
…
…
和
平
の
た
め
の
政
治
的
舞
台
を
掃
き
清
め
た
」
の
で

あ
っ
た
。

　
一
方
、
連
邦
選
挙
法
案
－
「
第
二
の
再
建
」
は
、
南
部
黒
人
に
と
っ
て
は
、
一
度
抜
い
た
以
上
は
、
勝
利
す
る
ま
で
納
め
て
は
な
ら
ぬ
両
刃

の
剣
で
あ
っ
た
。
選
挙
法
案
は
敗
れ
た
。
反
動
が
訪
れ
た
。
敗
北
の
犠
牲
は
す
べ
て
黒
人
に
転
嫁
さ
れ
、
今
や
彼
の
前
に
は
南
北
戦
争
の
血
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ

成
果
で
あ
る
選
挙
権
の
合
法
的
剥
奪
す
ら
も
た
ら
す
底
暗
い
「
ど
ん
底
」
が
口
を
あ
け
て
い
た
。
黒
人
ジ
ャ
…
ナ
リ
ス
ト
の
ト
ー
マ
ス
・
フ
ォ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ー
チ
ュ
ン
が
怒
り
を
こ
め
て
叫
ん
だ
ご
と
く
、
「
ヘ
イ
ズ
政
権
の
裏
切
り
は
ハ
リ
ソ
ン
政
権
の
も
と
で
く
り
か
え
さ
れ
た
」
、
の
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
、
南
北
戦
争
以
来
二
度
目
の
「
再
統
一
と
反
動
」
脇
臭
巳
。
⇒
窪
α
脚
＄
。
賦
8
が
訪
れ
た
。

　
か
く
し
て
、
世
紀
転
換
期
の
南
部
黒
人
の
「
ど
ん
底
」
状
況
は
、
共
和
党
の
南
部
対
策
の
挫
折
と
、
そ
の
南
部
か
ら
の
政
治
的
撤
退
に
よ
っ
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て
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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laisser－faire　had　been　supported　by　them　and　had　enjoyed　its　predomi－

nance．　Moreo＞er，　in　that　period，　so　called　jon．hsia任侠had　showed

conspicious　activities　tn　the　whole　society　and　theノ’2n－hsia　relationship

through　the　medium　of　1流動，　Yi義and　Hsin信had　been　respected．

The　Ch‘ang－che　who　had　made　it　his　princip！e　to　be　solemn　and　self－

respectful　had　been　produced　as　an　idealistic　type　of　man　who　had

embodied　the　HMang－lao－shu　and　theノ伽．hsia　relationshiP　but　in　the　reign

of肱一あ虫魚，　the　Huang－lao・shu　was　gradua11y　surpassed　by　the／u．shu

儒術and　compelled　to　be　ruined．

　　In　this　time，　Ssuma　t‘an司馬談and　his　son　Ssumach’ien司馬遷，　retro－

specting　the　early　Han　Period　when　the　Ch‘ang－che　had　eulogized　the

principle　of　laisser－faire，　edited　the　Shih－chi．

The　Southern　Policy　of　the　Republican　Party　after

the　Reconstruction　around　Harrison’s

Presidency

　　　　　by

R．　Yokoyama

　　In　viewing　the　plight－disfranchisement，　intensified　suppression　and

outridge－of　the　American　Southern　Negroes　form　the　end　of　the　nine－

teenth　century　to　the　beginning　of　the　twentieth　century，　it　has　been　a

dominant　trend　to　hold　it　in　the　sectional　scope　of　the　Southern　class

COIIfiiCt．

　　But，　1　think　it　is　necessary　to　give　attention　to　the　Southern　Policy

of　the　Republican　Party　as　a　national　factor　that　determined　this　condition

of　the　Negroes　in　another　way．

　　In　this　article，　tracing　mainly　the　Republican　Southern　Policy　in　the

time　of　President　Harrison　and　the　process　of　its　defeat，　1　would　like　to

recognize，　first，　that　contrary　to　the　predominant　view　that　the　Republican

Party　had　abandoned　the　Southern　political　questions　after　the　Recon－

struction，　it　had　consistently　made　the　strenuous　efforts　to　establish　the

strong　Southern　Republican　parties；　secondly，　how　the　ideas　of　the　Re－

publican　Southern　Policy　were；　and　finally，　that　its　defeat　was　deeply

responsible　for　the　pllght　of　the　Southern　Negroes　at　the　turning　point

of　centuries．
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